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議 案 第 6 6 号 

 

   加賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について 

 

 加賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

  

  令和4年8月29日提出 

  

加賀市長 宮 元   陸       

  

  

  

   加賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 

 

 加賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年加賀市条例第29号)

の一部を次のように改正する。 

 第3条中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に改める。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和5年4月1日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則

第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若し

くは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)

で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の
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職を占めるものは、この条例による改正後の加賀市人事行政の運営等の状況の公

表に関する条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する短時間勤務の職を占め

る職員とみなして、新条例の規定を適用する。 
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議 案 第 6 7 号 

 

   加賀市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正について 

 

 加賀市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

  

  令和4年8月29日提出 

  

加賀市長 宮 元   陸       

  

  

  

   加賀市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例 

 

 加賀市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年加賀市条例第25

号)の一部を次のように改正する。 

 第5条中「号給に変更することをいう。以下同じ。)」の次に「並びに法第28条の2

第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務

の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとな

った場合において、降格することをいう。)」を加える。 

 第6条中「降任された」を「降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下

位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった」に、「該当する場合に

おいて」を「該当し」に、「認めるとき」を「認める場合」に改める。 

 附則に次の2項を加える。 

３ 加賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年加賀市条例第40号。次項にお
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いて「給与条例」という。)附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する第5条

の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに加賀

市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年加賀市条例第40号)附則第24項の規

定による降給とする」とする。 

４ 第8条の規定は、給与条例附則第24項の規定による降給の場合には、適用しない。

この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところに

より、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行う

ものとする。 

   附 則 

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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議 案 第 6 8 号 

 

   加賀市職員の定年等に関する条例の一部改正について 

 

 加賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  

  令和4年8月29日提出 

  

加賀市長 宮 元   陸       

  

  

  

   加賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 加賀市職員の定年等に関する条例(平成17年加賀市条例第24号)の一部を次のよう

に改正する。 

 題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

 第1章 総則(第1条) 

 第2章 定年制度(第2条―第5条) 

 第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第6条―第11条) 

 第4章 定年前再任用短時間勤務制(第12条・第13条) 

 第5章 雑則(第14条) 

 附則 

   第1章 総則 

 第1条中「昭和25年法律第261号」の次に「。以下「法」という。」を加え、「第28
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条の2第1項から第3項まで、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項」を「第22

条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項か

ら第3項まで並びに第28条の7」に改め、同条の次に次の章名を付する。 

   第2章 定年制度 

 第3条中「60年」を「65年」に改め、ただし書を削る。 

 第4条第1項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれかに該当する」を「次に掲

げる事由がある」に、「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、当該職員に」に、

「その職員を」を「当該職員を」に改め、「当該」の次に「定年退職日において従事

している」を加え、「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書を

加える。 

  ただし、第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(第9条第1項に規定す

る異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(第9条第1項又は第2項の

規定により延長された異動期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日に

おいて管理監督職(第6条に規定する職をいう。以下この条及び第3章において同じ。)

を占めている職員については、第9条第1項又は第2項の規定により当該異動期間を

延長した場合であって、引き続き勤務させることについて市長の承認を得たとき

に限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間

の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。 

 第4条第1項第1号中「その」を「当該」に改め、「退職により」の次に「生ずる欠

員を容易に補充することができず」を加え、「とき」を「こと」に改め、同項第2号

中「その職員」を「当該職員」に、「できないとき」を「できず公務の運営に著しい

支障が生ずること」に改め、同項第3号中「その」を「当該」に、「とき」を「こと」

に改め、同条第2項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存する」を

「ある」に改め、「承認を得て、」の次に「これらの期限の翌日から起算して」を加え、

「その」を「当該」に改め、「定年退職日」の次に「(同項ただし書に規定する職員に

あっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」を加え、同条
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第3項中「引き続いて」を「引き続き」に改め、同条第4項中「任命権者は」の次に

「、第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第2項の規定により期

限が延長された職員について」を加え、「第1項の事由」を「第1項各号に掲げる事由」

に、「存しなくなった」を「なくなった」に、「その」を「当該」に、「繰り上げて退

職させることができる」を「繰り上げるものとする」に改める。 

 第2章の次に次の3章を加える。 

   第3章 管理監督職勤務上限年齢制 

 (管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職) 

第6条 法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は、加賀市一般職の職員の給与

に関する条例(平成17年加賀市条例第40号)第8条第1項に規定する職及び加賀市企

業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年加賀市条例第199号)第4条第

1項に規定する職(いずれも医師が占める職を除く。)とする。 

 (管理監督職勤務上限年齢) 

第7条 法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。 

 (他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準) 

第8条 任命権者は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下この章に

おいて「他の職への降任等」という。)を行うに当たっては、法第13条、第15条、

第23条の3、第27条第1項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守

しなければならない。 

 (1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又

は転任(降給を伴う転任に限る。以下この条及び第10条において「降任等」とい

う。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2

第1項第5号に規定する標準職務遂行能力(次条第3項において「標準職務遂行能

力」という。)及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認め

られる職に、降任等をすること。 

 (2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督
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職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の

職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

 (3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職

が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職

員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場

合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを

得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上

の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属

する職に、降任等をすること。 

 (管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例) 

第9条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、

次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動

期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以

後における最初の4月1日までの間をいう。以下この章において同じ。)の末日の翌

日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっ

ては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第3項において同

じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管

理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。 

 (1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職

員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の

運営に著しい支障が生ずること。 

 (2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の

他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著し

い支障が生ずること。 

 (3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事

情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が
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生ずること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長さ

れた期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲

げる事由が引き続きあると認めるときは、市長の承認を得て、延長された当該異

動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日

がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日ま

での期間内。第4項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長するこ

とができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める

管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。 

３ 任命権者は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、

他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の

管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成

その他の特別の事情がある管理監督職として規則で定める管理監督職をいう。以

下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管

理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職

務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管

理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監

督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により当

該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障

害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日

の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該

管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当

該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、

若しくは転任することができる。 

４ 任命権者は、第1項若しくは第2項の規定により異動期間(これらの規定により延

長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定
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する事由があると認めるとき(第2項の規定により延長された当該異動期間を更に

延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動

期間(前3項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監

督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、

市長の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超え

ない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。 

 (異動期間の延長等に係る職員の同意) 

第10条 任命権者は、前条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場

合及び同条第3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじ

め職員の同意を得なければならない。 

 (異動期間の延長事由が消滅した場合の措置) 

第11条 任命権者は、第9条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異

動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職へ

の降任等をするものとする。 

   第4章 定年前再任用短時間勤務制 

 (定年前再任用短時間勤務職員の任用) 

第12条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その

他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除

く。)をした者(以下この条及び次条において「年齢60年以上退職者」という。)

を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務

の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する

職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常

の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条及び次条において同じ。)

に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようと

する短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常

時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているもの
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とした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りで

ない。 

第13条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、組合(地方自治法(昭和22年法律

第67号)第284条第1項に規定する組合をいう。)の年齢60年以上退職者を、従前の

勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用

することができる。 

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 

   第5章 雑則 

 (委任) 

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の3

項を加える。 

 (定年に関する経過措置) 

２ 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第3条の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65年」とあるのはそれ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

 

 

 

３ 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間において、加賀市職員の定年等に

関する条例の一部を改正する条例(令和4年加賀市条例第 号。以下この項及び次

項において「令和4年改正条例」という。)による改正前の第3条ただし書に掲げる

職員であって、第3条の規定を適用する職員については、前項の規定にかかわらず、

次の各号に規定する定年とする。 

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 61年 

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで 62年 

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで 63年 

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで 64年 
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 (1) 令和4年改正条例による改正前の第3条ただし書に掲げる医師については、次

の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第3条中「65年」とあるのは同表の右欄

に掲げる字句とする。 

  

  

 (2) 令和4年改正条例による改正前の第3条ただし書に掲げる業務員、校務員、調

理師及び応接員については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第3条中

「65年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

  

  

  

 (情報の提供及び勤務の意思の確認) 

４ 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期

を定めて任用される職員、非常勤職員及び令和4年改正条例による改正前の第3条

ただし書に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢60年に達する日

の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を

行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職

員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日

後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年

度の末日を経過することとなった職員(以下この項において「末日経過職員」とい

う。)を除く。)にあっては、当該職員が採用された日から同日の属する年度の末

日までの期間、末日経過職員にあっては、当該職員の異動等の日が属する年度(当

該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))において、当該職員に対し、

当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内

容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における

勤務の意思を確認するよう努めるものとする。 

令和5年4月1日から令和13年3月31日まで 65年 

令和5年4月1日から令和11年3月31日まで 63年 

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで 64年 
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   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第27項の規定は、公布

の日から施行する。 

 (勤務延長に関する経過措置) 

２ 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例によ

る改正前の加賀市職員の定年等に関する条例(平成17年加賀市条例第24号。以下

「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、

旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限

をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項に

おいて「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの

項の規定により延長された期限が到来する場合において、この条例による改正後

の加賀市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に

掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から

起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限

は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から

起算して3年を超えることができない。 

３ 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1

日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3

月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。

以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、

施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新

条例定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基

準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3

月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を

改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第
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5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日に

おける当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日に

おける旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっ

ては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。 

４ 新条例第4条第3項から第5項までの規定は、附則第2項の規定による勤務につい

て準用する。 

 (定年退職者等の再任用に関する経過措置) 

５ 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3

月31日(次項から附則第17項までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)

までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係

る旧条例定年(旧条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新

たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあ

っては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例

定年に準じた当該職に係る年齢。附則第10項において同じ。)に達している者を、

従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範

囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

 (1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者 

 (2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第

2項の規定により勤務した後退職した者 

 (3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であっ

て、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者 

 (4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であっ

て、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務

員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261

号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定

により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、附則第10
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項若しくは第11項、附則第13項若しくは第14項又は附則第16項若しくは第17項

の規定により採用することをいう。次項第6号において同じ。)をされたことが

ある者 

６ 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年

度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要す

る職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める

情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要

する職に採用することができる。 

 (1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者 

 (2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した

者 

 (3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正

法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4

第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者 

 (4) 施行日以後に新条例第13条第1項の規定により採用された者のうち、新地方

公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規

定する任期が満了したことにより退職した者 

 (5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であ

って、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者 

 (6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であ

って、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任

用をされたことがある者 

７ 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内

で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用す

る者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前で

なければならない。 
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８ 暫定再任用職員(附則第5項若しくは第6項、附則第10項若しくは第11項、附則第

13項若しくは第14項又は附則第16項若しくは第17項の規定により採用された職員

をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は、

当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用

職員の能力評価及び業績評価の全体標語その他勤務の状況を示す事実に基づき良

好である場合に行うことができる。 

９ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定

再任用職員の同意を得なければならない。 

10 任命権者は、附則第5項の規定によるほか、組合(地方自治法(昭和22年法律第67

号)第284条第1項に規定する組合をいう。以下同じ。)における同項各号に掲げる

者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用し

ようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達している者を、従前の勤務

実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期

を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

11 令和14年3月31日までの間、任命権者は、附則第6項の規定によるほか、組合に

おける同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者で

あって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達し

ている者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1

年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することがで

きる。 

12 前2項の場合においては、附則第7項から第9項までの規定を準用する。 

13 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第5項各

号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該

者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第12条に規定する短時間勤務の職を

いう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、

常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているも
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のとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあって

は、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を

占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めている

ものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。附則第16

項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報

に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に

採用することができる。 

14 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定

にかかわらず、附則第6項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの

間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定

年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当

該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年を

いう。附則第17項及び第26項において同じ。)に達している者(新条例第12条の規

定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務

実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期

を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

15 前2項の場合においては、附則第7項から第9項までの規定を準用する。 

16 任命権者は、附則第13項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項に

おいて準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合におけ

る附則第5項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者で

あって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に

達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

17 令和14年3月31日までの間、任命権者は、附則第14項の規定によるほか、新地方

公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定

-17-



 

にかかわらず、組合における附則第6項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度

の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に

係る新条例定年相当年齢に達している者(新条例第13条第1項の規定により当該短

時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規

則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短

時間勤務の職に採用することができる。 

18 前2項の場合においては、附則第7項から第9項までの規定を準用する。 

 (令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢) 

19 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

 (1) 施行日以後に新たに設置された職 

 (2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

20 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行

日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第3条に規定する定年に

準じた当該職に係る年齢とする。 

 (令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法

第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢) 

21 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3

年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条

の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

 (1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

 (2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

22 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3

年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条

の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されて

いたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でそ

の職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条
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例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。 

 (令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員) 

23 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該

職が基準日(附則第5項から第18項までの規定が適用される間における各年の4月1

日(施行日を除く。)をいう。以下この項から附則第25項までにおいて同じ。)の前

日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準

日の前日における新条例定年を超える職とする。 

 (1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。) 

 (2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含

む。) 

24 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日

の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新

条例定年に達している者とする。 

25 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、附則第23項に規定する職

が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職

に係る新条例定年に達している職員とする。 

 (定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置) 

26 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和

13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日まで

の間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相

当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3

条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後

に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この項に

おいて「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前

日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新

条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含
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む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上

げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時

間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新条例第12条又は第13条第1項の規

定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、

新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下この項において

「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日にお

ける当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢

に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあ

っては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転

任することができない。 

 (令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢) 

27 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。 

 (加賀市職員の再任用に関する条例の廃止) 

28 加賀市職員の再任用に関する条例(平成25年加賀市条例第6号)は、廃止する。 

-20-



 

議 案 第 6 9 号 

 

   加賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正について 

 

 加賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

  

  令和4年8月29日提出 

  

加賀市長 宮 元   陸       

  

  

  

   加賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例 

 

 加賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年加賀市条例第26号)の一

部を次のように改正する。 

 第3条中「期間、」の次に「その発令の日に受ける」を加え、同条に後段として次

のように加える。 

  この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額

を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

   附 則 

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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議 案 第 7 0 号 

 

   公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について 

 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

  

  令和4年8月29日提出 

  

加賀市長 宮 元   陸       

  

  

  

   公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年加賀市条例第32号)の一部

を次のように改正する。 

 第2条第2項第1号中「第28条の4第1項又は第28条の6第1項」を「第22条の4第1項又

は第22条の5第1項若しくは第2項」に改め、同項第4号中「平成17年加賀市条例第24

号」の次に「。以下「職員定年条例」という。」を加え、「勤務させることとされ、」

を「勤務することとされた職員」に、「延長することとされている」を「延長された」

に改め、同項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。 

 (5) 職員定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定

により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員 

   附 則 

 (施行期日) 
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１ この条例は、令和5年4月1日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則

第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若し

くは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)

で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の

職を占めるものは、この条例による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項第1号に規定する地方公務員法第22

条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員とみな

して、新条例の規定を適用する。 
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議 案 第 7 1 号 

 

   外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部

改正について 

 

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

  

  令和4年8月29日提出 

  

加賀市長 宮 元   陸       

  

  

  

   外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部

を改正する条例 

 

 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年加

賀市条例第33号)の一部を次のように改正する。 

 第2条第2項第4号中「平成17年加賀市条例第24号」の次に「。以下「職員定年条例」

という。」を加え、「勤務させることとされ、」を「勤務することとされた職員」に、

「延長することとされている」を「延長された」に改め、同項中第5号を第6号とし、

第4号の次に次の1号を加える。 

 (5) 職員定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定

により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員 

   附 則 
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 この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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議 案 第 7 2 号 

 

   加賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

 加賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

  

  令和4年8月29日提出 

  

加賀市長 宮 元   陸       

  

  

  

   加賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 加賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年加賀市条例第30号)の一部

を次のように改正する。 

 第2条第3項中「第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若し

くは第2項」を「第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項」に、「法第28

条の5第1項」を「法第22条の4第1項」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改める。 

 第3条、第4条第2項及び第12条第1項第1号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前

再任用短時間勤務職員」に改める。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和5年4月1日から施行する。 
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 (経過措置) 

２ 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則

第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若し

くは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)

で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の

職を占めるものは、この条例による改正後の加賀市職員の勤務時間、休暇等に関

する条例(以下「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤

務職員とみなして、新条例の規定を適用する。 
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議 案 第 7 3 号 

 

   加賀市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

 加賀市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  

  令和4年8月29日提出 

  

加賀市長 宮 元   陸       

  

  

  

   加賀市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

第1条 加賀市職員の育児休業等に関する条例(平成17年加賀市条例第31号)の一部

を次のように改正する。 

  第2条第3号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、

次のいずれかに該当するもの」に改め、同号ア(ア)中「という。)(」の次に「当

該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合に

あっては当該期間の末日から6月を経過する日、」を加え、「、2歳」を「当該子が2

歳」に改め、同号イを次のように改める。 

   イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

    (ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該

子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする

育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあ

っては、当該末日とされた日。以下(ア)において同じ。)において育児休
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業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当

該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう

とするもの 

    (イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている

場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて

特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該

更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとするもの 

  第2条第3号ウを削る。 

  第2条の3第3号中「養育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養

育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職

員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方

等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業

の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1

歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児

休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更

新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日と

する育児休業をしようとする場合であって」を「養育する非常勤職員が」に、「該

当するとき」を「該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育

児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときはイ及び

ウに掲げる場合に該当する場合、市長が別に定める特別の事情がある場合にあっ

てはウに掲げる場合に該当する場合)」に改め、同号イを同号ウとし、同号ア中「当

該非常勤職員がする」を「当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする」

に、「当該配偶者がする」を「当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する
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場合に該当してする」に改め、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように

加える。 

   ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場

合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場

合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末

日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とさ

れた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間

の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者

がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業

をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌

日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

  第2条の3第3号に次のように加える。 

   エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員

が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当

該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間

においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合 

  第2条の4中「養育するため、非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該

子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を

育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期

が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあって

は、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとする場合であって」を「養育する非常勤職員が」に、

「各号」を「各号に掲げる場合」に、「とき」を「場合(当該子についてこの条の規

定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当する

ときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、市長が別に定める特別の事

情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)」に改め、同条中第2
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号を第3号とし、第1号を第2号とし、同号の前に次の1号を加える。 

  (1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶

者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児

休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の

翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

  第2条の4に次の1号を加える。 

  (4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間にお

いてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

  第2条の5を削る。 

  第3条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号を第6号とし、同条第8号中「そ

の任期」を「任期を定めて採用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職員」

を「もの」に、「育児休業に係る子について、当該任期が」を「任期を」に、「に

特定職に引き続き」を「引き続いて特定職に」に、「当該任期の末日」を「当該育

児休業に係る子について、当該更新前の任期」に、「当該引き続き採用される」を

「当該採用の」に改め、同号を同条第7号とし、同条の次に次の1条を加える。 

  (育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定

める期間) 

 第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条

例で定める期間は、57日間とする。 

  第11条第6号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。 

第2条 加賀市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第2条第2号中「平成17年加賀市条例第24号」の次に「。以下「職員定年条例」

という。」を加え、同条中第3号を第4号とし、同号の前に次の1号を加える。 

  (3) 職員定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規

定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員 

  第10条第2号中「加賀市職員の定年等に関する条例」を「職員定年条例」に改め、

-31-



 

同条に次の1号を加える。 

  (3) 職員定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規

定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員 

  第19条第2号中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に、「再任用短時間勤

務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第20条第1項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例中第1条の規定は令和4年10月1日から施行し、第2条の規定は令和5年4

月1日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 第1条の規定による改正後の加賀市職員の育児休業等に関する条例の施行の日前

に育児休業等計画書を提出した職員に対する第1条の規定による改正前の加賀市育

児休業等に関する条例第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第11条(第6号に係る

部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。 

３ 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則

第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若し

くは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)

で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の

職を占めるものは、第2条の規定による改正後の加賀市職員の育児休業等に関する

条例(以下「新条例」という。)第19条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職

員とみなして、新条例の規定を適用する。 
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議 案 第 7 4 号 

 

   加賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 加賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

  

  令和4年8月29日提出 

  

加賀市長 宮 元   陸       

  

  

  

   加賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 加賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年加賀市条例第40号)の一部を次

のように改正する。 

 第4条第3項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第4項中「の定める」を「で

定める」に改め、同条第5項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第11項を次の

ように改める。 

11 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用

短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適

用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、

第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額

に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た
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額とする。 

 第4条の2を削る。 

 第8条第1項中「その者」を「当該職員」に改める。 

 第10条の2第2項中「その者」を「当該育児短時間勤務職員」に改める。 

 第11条第1項第1号中「以下」の次に「この項及び次項において」を加え、同項第2

号中「以下」の次に「この条において」を加え、同条第2項第1号中「算出したその

者」を「算出した当該職員」に改め、「相当する額(以下」の次に「この号において」

を加え、同号ただし書中「以下」の次に「この号及び第3号において」を加え、「そ

の者」を「当該職員」に改め、同項第2号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に改め、同項第3号中「その者」を「当該職員」に改める。 

 第14条第1項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第3項中「1箇月」を「1月」

に、「場合は」を「場合には」に改め、同条第4項中「場合は」を「場合には」に改

め、同条第5項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

める。 

 第19条第2項中「第20条第2項」を「第20条第2項第1号及び第2号」に、「その者」

を「当該職員」に改め、同条第3項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改め、同条第4項及び第5項中「その者」を「当該育児短時間勤務職員」に改

める。 

 第19条の3第1項第1号及び第3項第1号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

 第20条第1項中「(以下この条」を「(以下この項から第3項まで」に、「その者」を

「当該職員」に改め、同条第2項第1号及び第2号中「再任用職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に改め、同条第3項中「その者」を「当該育児短時間勤務職員」に

改める。 

 第23条の2の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、

同条中「第9条」を「第4条第3項から第10項まで、第9条」に、「再任用職員」を「定

年前再任用短時間勤務職員」に改める。 
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 附則に次の7項を加える。 

24 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4

月1日(附則第26項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料

表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに

同条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた

額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを

切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるも

のとする。)とする。 

25 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

 (1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及

び常時勤務を要しない職員 

 (2) 加賀市職員の定年等に関する条例(平成17年加賀市条例第24号。以下この項

及び次項において「職員定年条例」という。)第9条第1項又は第2項に規定する

異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された職員定年

条例第6条に規定する管理監督職を占める職員 

 (3) 職員定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(職員定年

条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除

く。) 

26 職員定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他

の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において「異動日」という。)

の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第24

項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」

という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて

得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100

円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項に

おいて「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員
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を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料

月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として

支給する。 

27 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との

合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給

の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給

料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属す

る職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第24項の規定の適用

を受ける職員に限り、附則第26項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定

による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分

の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規

定に準じて算出した額を給料として支給する。 

29 附則第26項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第24項の規

定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職

員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給

料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給

料として支給する。 

30 附則第24項から前項までに定めるもののほか、附則第24項の規定による給料月

額、附則第26項の規定による給料その他附則第24項から前項までの規定の施行に

関し必要な事項は、規則で定める。 

 別表第1再任用職員以外の職員の部中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務

職員」に改め、同表再任用職員の部を次のように改める。 

  

  

  

定年前再任

用短時間勤

務職員 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

  円

187,700

円

215,200

円

255,200

円

274,600

円

289,700

円

315,100

円

356,800

円

389,900
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   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和5年4月1日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下

「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から

第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規

定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用職員で地方公務員法(昭

和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下

「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給

料月額は、この条例による改正後の加賀市一般職の職員の給与に関する条例(以下

「新条例」という。)第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるも

のとした場合に適用される新条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤

務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級

に応じた額とする。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額については、当該暫定再任用短時間勤務

職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第4条第11項の規定を適用

する。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員については、定年前再任用短時間勤務職員とみなし

て、新条例第11条第2項及び第14条第5項の規定を適用する。 

５ 暫定再任用職員については、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例

第19条及び第20条の規定を適用する。この場合において、新条例第20条第2項第1

号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員

及び加賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年加賀

市条例第 号附則第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職

員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定
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年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。 

６ 新条例第4条第3項から第10項まで、第9条、第10条及び第10条の4の規定は、暫

定再任用職員には適用しない。 

７ 新条例附則第24項から第30項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は

第6項の規定により勤務している職員には適用しない。 
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議 案 第 7 5 号 

 

   加賀市職員退職手当条例等の一部改正について 

 

 加賀市職員退職手当条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

  

  令和4年8月29日提出 

  

加賀市長 宮 元   陸       

  

  

  

   加賀市職員退職手当条例等の一部を改正する条例 

 

 (加賀市職員退職手当条例の一部改正) 

第1条 加賀市職員退職手当条例(平成17年加賀市条例第44号)の一部を次のように

改正する。 

  第2条第1項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28

条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用

された者を除く。」を削り、同条第2項中「含む。」の次に「第13条第2項において

「勤務日数」という。」を、「18日」の次に「(1月間の日数(加賀市の休日を定める

条例(平成17年加賀市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しな

い。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に

相当する日数を減じた日数。第13条第2項において「職員みなし日数」という。)」

を加え、同項ただし書中「法」を「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」

という。)」に改める。 
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  第4条第1項第1号中「第28条の2第1項」を「第28条の6第1項」に、「第28条の3

第1項」を「第28条の7第1項」に改める。 

  第5条第1項第1号中「第28条の2第1項」を「第28条の6第1項」に、「第28条の3

第1項」を「第28条の7第1項」に改め、同条第2項中「(前項」を「(同項」に改め

る。 

  第5条の3中「15年」を「20年」に改める。 

  第7条の4第1項中「除く。以下」を「除く。第8条第4項において」に改め、「定

める額(以下」の次に「この項及び第5項において」を加える。 

  第7条の5第1項第1号中「15年」を「20年」に改める。 

  第13条第2項中「職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又

は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇

を与えられた日を含む。)」を「勤務日数」に、「18日」を「職員みなし日数」に

改め、同条第4項中「職員が、」を「職員が」に、「支給期間」とする」を「支給期

間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定

めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職

員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実

施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期

間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項

及びこの項の規定による期間に算入しない」に改め、同条第11項第5号中「第4条

第8項」を「第4条第9項」に改める。 

  第16条第1項第1号及び第5項第2号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

  第17条の見出し及び同条第1項第1号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め、同項第2号中

「者」の次に「(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を

除く。)」を加え、同号を同項第3号とし、同項第1号の次に次の1号を加える。 

  (2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員と

しての引き続いた在職期間中の行為に関し法第29条第3項の規定による懲戒免
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職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を

受けたとき。 

  第18条第1項中「にあっては」を「には」に改め、同項第1号中「禁錮
こ

」を「禁

錮」に改め、同項第2号中「者」の次に「(定年前再任用短時間勤務職員に対する

免職処分の対象となる職員を除く。)」を加え、同号を同項第3号とし、同項第1

号の次に次の1号を加える。 

  (2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員と

しての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対

する免職処分を受けたとき。 

  第20条第1項中「この条において同じ」を「この項から第6項までにおいて同じ」

に、「にあっては」を「には」に改め、同条第2項及び第3項中「にあっては」を「に

は」に改め、同条第4項中「禁錮
こ

」を「禁錮」に、「にあっては」を「には」に改

め、同条第7項を同条第8項とし、同条第6項中「第4項まで」を「第5項まで」に改

め、同項を同条第7項とし、同条第5項中「第4項」を「前項」に改め、同項を同条

第6項とし、同条第4項の次に次の1項を加える。 

 ５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職

手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関

し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第18

条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該

退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前

再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般

の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、

失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を

行うことができる。 

  第21条第2項及び第3項中「第4項」を「第5項」に改める。 
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  附則第3項中「第5条の3まで」の次に「及び附則第8項から第16項まで」を加え、

附則第4項中「第5条の2」の次に「及び附則第11項」を加え、附則第5項中「第5

条」の次に「又は附則第9項」を加え、「第3項」を「附則第3項」に改め、附則第7

項中「令和4年3月31日」を「令和7年3月31日」に改め、附則第9項を附則第18項と

し、附則第8項を附則第17項とし、附則第7項の次に次の9項を加える。 

 ８ 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であっ

て、60歳(加賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年加賀

市条例第 号)による改正前の加賀市職員の定年等に関する条例(平成17年加賀

市条例第24号。以下「令和5年旧職員定年条例」という。)第3条ただし書に掲げ

る業務員、校務員、調理師及び応接員に相当する職員(以下「令和5年旧職員定

年条例適用技能労務職員」という。)にあっては、63歳)に達した日以後その者

の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び第4条

第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額につい

て準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又

は第5条」とあるのは「、第5条又は附則第8項」とする。 

 ９ 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳(令

和5年旧職員定年条例適用技能労務職員にあっては、63歳)に達した日以後その

者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条

第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額につい

て準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又

は第5条」とあるのは「、第5条又は附則第9項」とする。 

 10 前2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額

については適用しない。 

  (1) 令和5年旧職員定年条例第3条ただし書に掲げる医師に相当する職員 

  (2) 給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員として規則で定

める職員 
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 11 加賀市一般職の職員の給与に関する条例附則第24項の規定による職員の給料

月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。 

 12 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げ

る者に対する第5条の3及び第7条の3の規定の適用については、第5条の3本文中

「定年に達する日」とあるのは「定年(令和5年旧職員定年条例適用技能労務職員

及び附則第10項各号に掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、令和5年旧職員

定年条例適用技能労務職員にあっては63歳とし、附則第10項第1号に掲げる職員

にあっては65歳とし、附則第10項第2号に掲げる職員にあっては規則で定める年

齢とする。)に達する日」と、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第

5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第7条の3の表第7条の

項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「その者に係る定年と退職の

日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者

に係る定年(令和5年旧職員定年条例適用技能労務職員及び附則第10項各号に掲

げる職員以外の者にあっては60歳とし、令和5年旧職員定年条例適用技能労務職

員にあっては63歳とし、附則第10項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、附

則第10項第2号に掲げる職員にあっては規則で定める年齢とする。)と退職の日

におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。 

 13 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げ

る者(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその

者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(規則で

定める者を除く。)に対する第5条の3及び第7条の3の規定の適用については、第

5条の3本文中「6月」とあるのは「0月」と、同条の表第4条第1項及び第5条第1

項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第7条の3

の表第7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「100分の3(退職

の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年

齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは
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「100分の3」とする。 

 

 

 

 

 14 当分の間、第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定

する者に対する第5条の3及び第7条の5の規定の適用については、第5条の3本文

及び第7条の5第1項第1号中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか、前項

の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第5条の3本文中「退職の日において定め

られているその者に係る定年」とあり、及び第7条の5第1項第1号中「定年」と

あるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 15 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第13項の表の

左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおけ

る第5条の3及び第7条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及

び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並び

に第7条の3の表第7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「100

分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日における

その者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」

とあるのは「附則第13項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げ

る年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗

じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。 

 16 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第13項の表の

左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにお

ける第5条の3及び第7条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項

及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並

令和5年旧職員定年条例適用技能労務職員及

び附則第10項各号に掲げる職員以外の者 

60歳 

令和5年旧職員定年条例適用技能労務職員 63歳 

附則第10項第1号に掲げる職員 65歳 

附則第10項第2号に掲げる職員 規則で定める年齢 
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びに第7条の3の表第7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「100

分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日における

その者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」

とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と

退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とす

る。 

 (加賀市職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正) 

第2条 加賀市職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年加賀市条例第8号)

の一部を次のように改正する。 

  附則第2条第1項中「第5項までの規定により計算した退職手当の額」の次に「(当

該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の

都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧

条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期

間を35年として旧条例附則第3項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞ

れ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によら

ずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらな

い傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額」

を加え、「新条例第2条の3」を「加賀市職員退職手当条例第2条の4」に改める。 

   附 則 

 (施行期日等) 

１ この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第1条中加賀市職員退職手当条例第13条第4項及び附則第7項の改正規定並び

に附則第2項の規定 公布の日 

 (2) 第1条中加賀市職員退職手当条例第2条第2項(「含む。」の次に「第13条第2

項において「勤務日数」という。」を、「18日」の次に「(1月間の日数(加賀市の
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休日を定める条例(平成17年加賀市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日の日

数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と

当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第13条第2項において「職員みな

し日数」という。)」を加える部分に限る。)及び第13条第2項の改正規定(附則

第3項においてこれらの規定を「職員みなし日数に係る改正規定」という。)並

びに同条第11項の改正規定 令和4年10月1日 

２ 第1条の規定による改正後の加賀市職員退職手当条例(以下「新条例」という。)

第13条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他こ

れに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適

用する。 

 (経過措置) 

３ 職員みなし日数に係る改正規定は、令和4年10月1日以後の期間における退職手

当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算

については、なお従前の例による。 

４ 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則

第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若し

くは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)

に対する新条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」とい

う。)」とあるのは「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)

附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは

第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職

員」という。)」とする。 
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議 案 第 7 6 号 

 

   加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について 

 

 加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

  

  令和4年8月29日提出 

  

加賀市長 宮 元   陸       

  

  

  

   加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

 加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年加賀市条例第199

号)の一部を次のように改正する。 

 第2条第1項中「第28条の5第1項」を「第22条の4第1項」に改め、「(以下「再任用

短時間勤務職員」という。)」を削る。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和5年4月1日から施行する。 

 (経過措置) 

２ 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則

第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若し

くは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。
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以下同じ。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短

時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の加賀市企業職員の給与の

種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に規定する短時

間勤務の職を占める職員とみなして、新条例の規定を適用する。 

３ 新条例第5条から第7条まで及び第20条の規定は、暫定再任用職員には適用しな

い。 
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議 案 第 7 7 号 

 

   令和3年度加賀市決算認定について 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項の規定により、令和3年度加賀市

歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて認定に付す。 

 

令和4年8月29日提出 

 

加賀市長 宮 元   陸       

  

  

  

１ 令和3年度加賀市歳入歳出決算 

(1) 一般会計歳入歳出決算 

(2) 国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

(3) 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

(4) 介護保険特別会計歳入歳出決算 

(5) 加賀山代温泉財産区特別会計歳入歳出決算 

(6) 加賀山中温泉財産区特別会計歳入歳出決算 

   ２ 地方自治法第233条第5項に規定する添付書類 

(1) 主要施策報告書 

(2) 歳入歳出決算事項別明細書 

(3) 実質収支に関する調書 

(4) 財産に関する調書 
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議 案 第 7 8 号 

 

令和3年度加賀市病院事業会計決算認定について 

 

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定により、令和3年度加

賀市病院事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて認定に付す。 

 

  令和4年8月29日提出 

 

加賀市長 宮 元   陸       

  

  

  

   １ 令和3年度加賀市病院事業会計決算  

   ２ 地方公営企業法第30条第6項に規定する添付書類 

(1) 事業報告書 

(2)  キャッシュ・フロー計算書 

(3) 収益費用明細書 

(4) 固定資産明細書 

(5) 企業債明細書 
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議 案 第 7 9 号 

 

令和3年度加賀市水道事業会計決算認定について 

 

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定により、令和3年度加

賀市水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて認定に付す。 

 

  令和4年8月29日提出 

 

加賀市長 宮 元   陸       

  

  

  

   １ 令和3年度加賀市水道事業会計決算  

   ２ 地方公営企業法第30条第6項に規定する添付書類 

(1) 事業報告書 

(2)  キャッシュ・フロー計算書 

(3) 収益費用明細書 

(4) 固定資産明細書 

(5) 企業債明細書 
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議 案 第 8 0 号 

 

令和3年度加賀市下水道事業会計決算認定について 

 

 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定により、令和3年度加

賀市下水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて認定に付す。 

 

  令和4年8月29日提出 

 

加賀市長 宮 元   陸       

  

  

  

   １ 令和3年度加賀市下水道事業会計決算  

   ２ 地方公営企業法第30条第6項に規定する添付書類 

(1) 事業報告書 

(2)  キャッシュ・フロー計算書 

(3) 収益費用明細書 

(4) 固定資産明細書 

(5) 企業債明細書 
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議 案 第 8 1 号 

  

   市道路線の認定について 

  

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により、市道の路線を次のよう

に認定する。 

  

  令和4年8月29日提出 

  

加賀市長 宮 元  陸       

  

  

路 線 名 起 点 終 点 道路延長 道路幅員 

市道A 

第450号線 
熊坂町15番3 熊坂町子232番2 758.8ｍ 6.0ｍ～8.8ｍ 

市道A 

第451号線 
曽宇町90番1 曽宇町エ60番1 1,713.0ｍ 8.3ｍ～28.1ｍ 
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加賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年加賀市条例第29号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

※第1条・第2条 略 ※第1条・第2条 略  

(報告事項) (報告事項)  

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報

告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非

常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職

員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下

同じ。)に係る次に掲げる事項とする。 

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報

告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非

常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職

員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下

同じ。)に係る次に掲げる事項とする。 

 

※(1)から(11)まで 略 ※(1)から(11)まで 略  

※以下 略 ※以下 略  

    附 則  

  (施行期日)  

 １ この条例は、令和5年4月1日から施行する。  

  (経過措置)  

 ２ 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律

第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項ま

で、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項まで

の規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律

第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、

この条例による改正後の加賀市人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する短時間勤務の職
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を占める職員とみなして、新条例の規定を適用する。 
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加賀市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年加賀市条例第25号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

※第1条から第4条まで 略 ※第1条から第4条まで 略  

(降給の種類) (降給の種類)  

第5条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級

を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同

じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の

級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)       

                              

                              

                              

      とする。 

第5条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級

を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同

じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の

級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条

の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任に

より現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類

されている職務を遂行することとなった場合において、降格するこ

とをいう。)とする。 

 

(降格の事由) (降格の事由)  

第6条 任命権者は、職員が降任された              

                              

  場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合

において、必要があると認めるときは、当該職員を降格するものと

する。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降

格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基

づき、公正に判断して定めるものとする。 

第6条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の

給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとな

った場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し   

    、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものと

する。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降

格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基

づき、公正に判断して定めるものとする。 

 

※(1)・(2) 略  ※(1)・(2) 略   

※第7条 略 ※第7条 略  

(降給の手続) (降給の手続)  
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第8条 任命権者は、第6条第1号イの規定に該当するものとして職員を

降格する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わ

せなければならない。 

第8条 任命権者は、第6条第1号イの規定に該当するものとして職員を

降格する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わ

せなければならない。 

 

２ 職員は、前項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、

これに従わなければならない。 

２ 職員は、前項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、

これに従わなければならない。 

 

３ 職員の意に反する降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職

員に交付して行わなければならない。 

３ 職員の意に反する降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職

員に交付して行わなければならない。 

 

※第9条・第10条 略 ※第9条・第10条 略  

附 則 附 則  

※１・２ 略 ※１・２ 略  

  ３ 加賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年加賀市条例第4

0号。次項において「給与条例」という。)附則第24項の規定の適用

を受ける職員に対する第5条の規定の適用については、当分の間、同

条中「とする」とあるのは「並びに加賀市一般職の職員の給与に関

する条例(平成17年加賀市条例第40号)附則第24項の規定による降給

とする」とする。 

 

  ４ 第8条の規定は、給与条例附則第24項の規定による降給の場合に

は、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職

員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料

月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。 

 

    附 則  

  この条例は、令和5年4月1日から施行する。  
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加賀市職員の定年等に関する条例(平成17年加賀市条例第24号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

  目次  

    第1章 総則(第1条)  

    第2章 定年制度(第2条―第5条)  

    第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第6条―第11条)  

    第4章 定年前再任用短時間勤務制(第12条・第13条)  

    第5章 雑則(第14条)  

    附則  

        第1章 総則  

(趣旨) (趣旨)  

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号      

    )第28条の2第1項から第3項まで、第28条の3並びに第28条の

4第1項及び第2項                  の規定に

基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。 

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」

という。)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、

第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に

基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

        第2章 定年制度  

(定年による退職) (定年による退職)  

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最

初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。 

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最

初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。 

 

(定年) (定年)  

第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、医師の定年は年齢65

年とし、業務員、校務員、調理師及び応接員の定年は年齢63年とする。 

第3条 職員の定年は、年齢65年とする。             
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(定年による退職の特例) (定年による退職の特例)  

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべ

きこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、その職員に           係る定年退職日の翌

日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該

               職務に従事させるため引き続いて

勤務させることができる。                  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                   

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべ

きこととなる場合において、次に掲げる事由がある    と認め

るときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌

日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該

定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き

勤務させることができる。ただし、第9条第1項から第4項までの規定

により異動期間(第9条第1項に規定する異動期間をいう。以下この項

及び次項において同じ。)(第9条第1項又は第2項の規定により延長さ

れた異動期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日におい

て管理監督職(第6条に規定する職をいう。以下この条及び第3章にお

いて同じ。)を占めている職員については、第9条第1項又は第2項の規

定により当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させ

ることについて市長の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、

当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から

起算して3年を超えることができない。 

 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものである

ため、その職員の退職により                

   公務の運営に著しい支障が生ずるとき。 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものである

ため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することが

できず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

 

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるた

め、その職員の退職による欠員を容易に補充することができない

とき              。 

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるた

め、当該職員の退職による欠員を容易に補充することができず公

務の運営に著しい支障が生ずること。 

 

(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害

となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害

となる特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営
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に著しい支障が生ずるとき。 に著しい支障が生ずること。 

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限

が到来する場合において、前項の事由     が引き続き存する

と認めるときは、市長の承認を得て、              

 1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、そ

の期限は、その職員に係る定年退職日             

                              

  の翌日から起算して3年を超えることができない。 

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限

が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きある 

と認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算し

て1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当

該期限は、当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員

にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末

日)の翌日から起算して3年を超えることができない。 

 

３ 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合

又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を

得なければならない。 

３ 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続き 勤務させる場合

又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を

得なければならない。 

 

４ 任命権者は                        

                          、第1項の

期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項の

事由     が存しなくなったと認めるときは、当該職員の同意

を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができ

る。 

４ 任命権者は、第1項の規定により引き続き勤務することとされた職

員及び第2項の規定により期限が延長された職員について、第1項の

期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項各

号に掲げる事由がなくなった  と認めるときは、当該職員の同意

を得て、期日を定めて当該期限を繰り上げるものとする     

 。 

 

※５ 略 ※５ 略  

※第5条 略 ※第5条 略  

        第3章 管理監督職勤務上限年齢制  

    (管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)  

  第6条 法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は、加賀市一般職

の職員の給与に関する条例(平成17年加賀市条例第40号)第8条第1項
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に規定する職及び加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例(平成17年加賀市条例第199号)第4条第1項に規定する職(いずれも

医師が占める職を除く。)とする。 

    (管理監督職勤務上限年齢)  

  第7条 法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢

60年とする。 

 

    (他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)  

  第8条 任命権者は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以

下この章において「他の職への降任等」という。)を行うに当たって

は、法第13条、第15条、第23条の3、第27条第1項及び第56条に定める

もののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 

 

    (1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基

づき、降任又は転任(降給を伴う転任に限る。以下この条及び第10

条において「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上

の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準

職務遂行能力(次条第3項において「標準職務遂行能力」という。)

及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認め

られる職に、降任等をすること。 

 

    (2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職

又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督

職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をす

ること。 

 

    (3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めてい  
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た管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属

する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」

という。)の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準

に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認め

られる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の

段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上

の段階に属する職に、降任等をすること。 

    (管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制

限の特例) 

 

  第9条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職

員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占め

る管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務

上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日まで

の間をいう。以下この章において同じ。)の末日の翌日から起算して

1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあって

は、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第3項

において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職

を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることがで

きる。 

 

    (1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものである

ため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充

することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

 

    (2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるた

め、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充すること
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ができず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

    (3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害と

なる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公

務の運営に著しい支障が生ずること。 

 

  ２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定

により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職

員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、

市長の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算し

て1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっ

ては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期

間内。第4項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長す

ることができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当

該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算し

て3年を超えることができない。 

 

  ３ 任命権者は、第1項の規定により異動期間を延長することができる

場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内

容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易

に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管

理監督職として規則で定める管理監督職をいう。以下この項において

同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監

督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係

る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると

認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達

した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情が
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あるため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ず

る欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生

ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の

末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長

し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占

めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管

理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができ

る。 

  ４ 任命権者は、第1項若しくは第2項の規定により異動期間(これらの

規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占め

る職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規

定により延長された当該異動期間を更に延長することができるとき

を除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前3項又

はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監

督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認

めるときは、市長の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌

日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更

に延長することができる。 

 

    (異動期間の延長等に係る職員の同意)  

  第10条 任命権者は、前条第1項から第4項までの規定により異動期間を

延長する場合及び同条第3項の規定により他の管理監督職に降任等を

する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。 

 

    (異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)  

  第11条 任命権者は、第9条の規定により異動期間を延長した場合にお  
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いて、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消

滅したときは、他の職への降任等をするものとする。 

        第4章 定年前再任用短時間勤務制  

    (定年前再任用短時間勤務職員の任用)  

  第12条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用さ

れる職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常

勤職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条及び次条におい

て「年齢60年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の規

則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占め

る職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でそ

の職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たり

の通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条及び次

条において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上

退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職

日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でそ

の職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場

合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限

りでない。 

 

  第13条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、組合(地方自治法(昭

和22年法律第67号)第284条第1項に規定する組合をいう。)の年齢60年

以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選

考により、短時間勤務の職に採用することができる。 

 

  ２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。  

        第5章 雑則  

-
1
2
-



    (委任)  

  第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則 附 則  

    (施行期日)  

  この条例は、公布の日から施行する。 １ この条例は、公布の日から施行する。  

    (定年に関する経過措置)  

  ２ 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第3条の規定

の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中

「65年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

  令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 61年 

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで 62年 

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで 63年 

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで 64年 
 

 

  ３ 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間において、加賀市職員

の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年加賀市条例第

 号。以下この項及び次項において「令和4年改正条例」という。)に

よる改正前の第3条ただし書に掲げる職員であって、第3条の規定を適

用する職員については、前項の規定にかかわらず、次の各号に規定す

る定年とする。 

 

    (1) 令和4年改正条例による改正前の第3条ただし書に掲げる医師に

ついては、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第3条中「65

年」とあるのは同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

  令和5年4月1日から令和13年3月31日まで 65年 
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    (2) 令和4年改正条例による改正前の第3条ただし書に掲げる業務

員、校務員、調理師及び応接員については、次の表の左欄に掲げる

期間の区分に応じ、第3条中「65年」とあるのはそれぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

 

  令和5年4月1日から令和11年3月31日まで 63年 

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで 64年 
 

 

    (情報の提供及び勤務の意思の確認)  

  ４ 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法

律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員及び令和4年改正

条例による改正前の第3条ただし書に掲げる職員を除く。以下この項

において同じ。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(以下こ

の項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」と

いう。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でな

かった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の

末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の

確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下この項

において「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては、当該職員

が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職

員にあっては、当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の

初日である場合は、当該年度の前年度))において、当該職員に対し、

当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関

する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、

同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとす

る。 
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    附 則  

  (施行期日)  

 １ この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第27項の

規定は、公布の日から施行する。 

 

  (勤務延長に関する経過措置)  

 ２ 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこ

の条例による改正前の加賀市職員の定年等に関する条例(平成17年加

賀市条例第24号。以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規

定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項

の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この

項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において

「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又

はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、この

条例による改正後の加賀市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」

という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長

の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲

内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例

勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起

算して3年を超えることができない。 

 

 ３ 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令

和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)

から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新

条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日におけ

る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日におけ
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る旧条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新条例定

年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当す

る基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から

基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項

の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以

下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により

勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職

に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日に

おける旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定

める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転

任することができない。 

 ４ 新条例第4条第3項から第5項までの規定は、附則第2項の規定による

勤務について準用する。 

 

  (定年退職者等の再任用に関する経過措置)  

 ５ 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後におけ

る最初の3月31日(次項から附則第17項までにおいて「特定年齢到達年

度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しよ

うとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(旧条例第3条に規定

する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び

施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当

該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条

例定年に準じた当該職に係る年齢。附則第10項において同じ。)に達

している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選

考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要す
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る職に採用することができる。 

  (1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者  

  (2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5

項又は附則第2項の規定により勤務した後退職した者 

 

  (3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除

く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日

までの間にある者 

 

  (4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除

く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日

までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第

1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用すること

をいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、附則第10項若しく

は第11項、附則第13項若しくは第14項又は附則第16項若しくは第1

7項の規定により採用することをいう。次項第6号において同じ。)

をされたことがある者 

 

 ６ 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特

定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しよ

うとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従

前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を

超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用するこ

とができる。 

 

  (1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者  
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  (2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務し

た後退職した者 

 

  (3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、

令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員

法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことによ

り退職した者 

 

  (4) 施行日以後に新条例第13条第1項の規定により採用された者の

うち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務

員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職し

た者 

 

  (5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者

を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過す

る日までの間にある者 

 

  (6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者

を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過す

る日までの間に、暫定再任用をされたことがある者 

 

 ７ 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超え

ない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前

2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する

者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。 

 

 ８ 暫定再任用職員(附則第5項若しくは第6項、附則第10項若しくは第

11項、附則第13項若しくは第14項又は附則第16項若しくは第17項の規

定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)

の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直
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前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業

績評価の全体標語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である

場合に行うことができる。 

 ９ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじ

め当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。 

 

 10 任命権者は、附則第5項の規定によるほか、組合(地方自治法(昭和

22年法律第67号)第284条第1項に規定する組合をいう。以下同じ。)に

おける同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間

にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に

係る旧条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定

める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、

当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

 

 11 令和14年3月31日までの間、任命権者は、附則第6項の規定によるほ

か、組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末

日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を

要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他

の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任

期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

 

 12 前2項の場合においては、附則第7項から第9項までの規定を準用す

る。 

 

 13 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、

附則第5項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間

にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条

例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条
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例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する

職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものと

した場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間

勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短

時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたも

のとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職

でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおけ

る旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。附則第16項におい

て同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める

情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該

短時間勤務の職に採用することができる。 

 14 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の

4第4項の規定にかかわらず、附則第6項各号に掲げる者のうち、特定

年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しよう

とする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を

占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職

と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。

附則第17項及び第26項において同じ。)に達している者(新条例第12条

の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除

く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考に

より、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採

用することができる。 

 

 15 前2項の場合においては、附則第7項から第9項までの規定を準用す

る。 
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 16 任命権者は、附則第13項の規定によるほか、新地方公務員法第22条

の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定に

かかわらず、組合における附則第5項各号に掲げる者のうち、特定年

齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようと

する短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達している者を、従

前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を

超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することが

できる。 

 

 17 令和14年3月31日までの間、任命権者は、附則第14項の規定による

ほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員

法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合における附則第6項各号

に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であっ

て、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当

年齢に達している者(新条例第13条第1項の規定により当該短時間勤

務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その

他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で

任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

 

 18 前2項の場合においては、附則第7項から第9項までの規定を準用す

る。 

 

  (令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)  

 19 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職

とする。 

 

  (1) 施行日以後に新たに設置された職  

  (2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職  

-
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 20 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定

する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧

条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。 

 

  (令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新

地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢) 

 

 21 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合に

おける令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用す

る新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職

とする。 

 

  (1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職  

  (2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務

の職 

 

 22 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合に

おける令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用す

る新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定

する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当

該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規定す

る職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に

準じた前項に規定する職に係る年齢とする。 

 

  (令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定め

る者及び職員) 

 

 23 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職

のうち、当該職が基準日(附則第5項から第18項までの規定が適用され
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る間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この項から

附則第25項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした

場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新

条例定年を超える職とする。 

  (1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)  

  (2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間

勤務の職を含む。) 

 

 24 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定す

る職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日

における当該職に係る新条例定年に達している者とする。 

 

 25 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、附則第23項

に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合にお

いて、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とす

る。 

 

  (定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)  

 26 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月

1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準

日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が

基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職

(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年

である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設

置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下

この項において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」とい

う。)に、基準日の前日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上
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退職者となった者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定

により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日

の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短

時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定

める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新条例第12条

又は第13条第1項の規定により採用することができず、新条例原則定

年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第12条又は第13条第1項の

規定により採用された職員(以下この項において「定年前再任用短時

間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当

該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相

当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める

短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職

員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。 

  (令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)  

 27 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年

齢60年とする。 

 

  (加賀市職員の再任用に関する条例の廃止)  

 28 加賀市職員の再任用に関する条例(平成25年加賀市条例第6号)は、

廃止する。 
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加賀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年加賀市条例第26号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

※第1条・第2条 略 ※第1条・第2条 略  

(減給の効果) (減給の効果)  

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、         給料 (地

方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額

(加賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元

年加賀市条例第20号)第6条、第8条から第10条まで及び第12条に規定

する報酬を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。     

                              

                      

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(地

方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額

(加賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元

年加賀市条例第20号)第6条、第8条から第10条まで及び第12条に規定

する報酬を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合に

おいて、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額

を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

 

※以下 略 ※以下 略  

    附 則  

  この条例は、令和5年4月1日から施行する。  
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公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年加賀市条例第32号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

※第1条 略 ※第1条 略  

(職員の派遣) (職員の派遣)  

第2条 ※本文 略 第2条 ※本文 略  

２ 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

２ 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任

用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1

項又は第28条の6第1項       の規定により採用された職

員を除く。) 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任

用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1

項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職

員を除く。) 

 

※(2)・(3) 略 ※(2)・(3) 略  

(4) 加賀市職員の定年等に関する条例(平成17年加賀市条例第24 

号               )第4条第1項の規定により引き

続いて勤務させることとされ、  又は同条第2項の規定により期

限を延長することとされている職員 

(4) 加賀市職員の定年等に関する条例(平成17年加賀市条例第24

号。以下「職員定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き

続いて勤務することとされた職員又は同条第2項の規定により期

限が延長された      職員 

 

  (5) 職員定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間

(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理

監督職を占める職員 

 

(5) ※本文 略 (6)  ※本文 略  

※３ 略 ※３ 略  

※以下 略 ※以下 略  

-
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    附 則  

  (施行期日) 

１ この条例は、令和5年4月1日から施行する。 

 

  (経過措置)  

 ２ 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律

第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項ま

で、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項まで

の規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律

第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、

この条例による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条

例(以下「新条例」という。)第2条第2項第1号に規定する地方公務員

法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採

用された職員とみなして、新条例の規定を適用する。 
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外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年加賀市条例第33号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

※第1条 略 ※第1条 略  

(職員の派遣) (職員の派遣)  

第2条 ※本文 略 第2条 ※本文 略  

２ 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

２ 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

 

※(1)から(3)まで 略 ※(1)から(3)まで 略  

 (4) 加賀市職員の定年等に関する条例(平成17年加賀市条例第24 

  号               )第4条第1項の規定により引き

続いて勤務させることとされ、  又は同条第2項の規定により期

限を延長することとされている職員 

(4) 加賀市職員の定年等に関する条例(平成17年加賀市条例第24

号。以下「職員定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き

続いて勤務することとされた職員又は同条第2項の規定により期

限が延長された      職員 

 

  (5) 職員定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間

(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理

監督職を占める職員 

 

(5) ※本文 略 (6) ※本文 略  

※以下 略 ※以下 略  

     附 則  

 この条例は、令和5年4月1日から施行する。  
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加賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年加賀市条例第30号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

※第1条 略 ※第1条 略  

(1週間の勤務時間) (1週間の勤務時間)  

第2条 ※本文 略 第2条 ※本文 略  

※２ 略 ※２ 略  

３ 法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若

しくは第2項の規定により採用された職員で法第28条の5第1項に規

定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員  

  」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時

間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から3

1時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

３ 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項      

      の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規

定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務 

職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時

間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から3

1時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

 

※４ 略 ※４ 略  

(週休日及び勤務時間の割振り) (週休日及び勤務時間の割振り)  

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をい

う。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員

等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこ

れらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を

設けるものとし、再任用短時間勤務職員   については、日曜日

及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日

を設けることができる。 

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をい

う。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員

等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこ

れらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を

設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日

及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日

を設けることができる。 

 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7 ２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7  

-
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時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤

務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤

務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間

を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員   については、1週

間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤

務時間を割り振るものとする。 

時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤

務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤

務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間

を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週

間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤

務時間を割り振るものとする。 

第4条 ※本文 略 第4条 ※本文 略  

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定

める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき

8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児

短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員   

にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職

務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあ

っては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間に

つき8日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員   に

あっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員につい

て、市長と協議して規則の定めるところにより4週間を超えない期間

につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等

にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合

で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、

この限りでない。 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定

める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき

8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児

短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員

にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職

務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあ

っては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間に

つき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に

あっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員につい

て、市長と協議して規則の定めるところにより4週間を超えない期間

につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等

にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合

で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、

この限りでない。 

 

※第5条から第11条まで 略 ※第5条から第11条まで 略  

(年次有給休暇) (年次有給休暇)  

第12条 ※本文 略 第12条 ※本文 略  
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(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤

務職員等及び再任用短時間勤務職員   にあっては、その者の

勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数) 

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤

務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の

勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数) 

 

※(2)・(3) 略  ※(2)・(3) 略   

※２・３ 略 ※２・３ 略  

※以下 略 ※以下 略  

    附 則  

  (施行期日)  

 １ この条例は、令和5年4月1日から施行する。  

  (経過措置)  

 ２ 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律

第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項ま

で、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項まで

の規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律

第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、

この条例による改正後の加賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

(以下「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間

勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。 
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[第1条関係]加賀市職員の育児休業等に関する条例(平成17年加賀市条例第31号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

※第1条 略 ※第1条 略  

(育児休業をすることができない職員) (育児休業をすることができない職員)  

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

 

※(1)・(2) 略 ※(1)・(2) 略  

(3) 次のいずれかに該当する非常勤職員      以外の非常

勤職員 

(3) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常

勤職員 

 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員  

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子を

いう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達

日」という。)(                     

                           

          第2条の4の規定に該当する場合にあっ

ては、2歳   に達する日)までに、その任期(任期が更新さ

れる場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き

続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採

用されないことが明らかでない非常勤職員 

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子を

いう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達

日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間

内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日

から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっ

ては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新さ

れる場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き

続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採

用されないことが明らかでない非常勤職員 

 

(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員 (イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員  

イ 第2条の3第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育

する子が1歳に達する日(以下この号及び同条において「1歳到達

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員           
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日」という。)(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の

期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあ

っては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常

勤職員に限る。) 

                            

                            

                            

          

  (ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」とい

う。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げ

る場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当

該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた

日。以下(ア)において同じ。)において育児休業をしている非

常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子

の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業

をしようとするもの 

 

  (イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業

をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期

の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育

児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又

は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をし

ようとするもの 

 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をし

ている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当

該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き

採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続

き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよ

うとするもの 
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※第2条の2 略  ※第2条の2 略   

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日) (育児休業法第2条第1項の条例で定める日)  

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

 

※(1)・(2) 略 ※(1)・(2) 略  

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職

員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲

げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が

同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地

方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後で

ある場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の

末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が

異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後

の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を

育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であ

って、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き

続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該

引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業

をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当

するとき                         

                             

                             

                             

 当該子の1歳6か月到達日 

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

             、次に掲げる場合のいずれにも該当

する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休

業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当すると

きはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、市長が別に定める特

別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合)

 当該子の1歳6か月到達日 
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  ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号

に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配

偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当し

てする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳

到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児

休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末

日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該

配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当し

て地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業

の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとする場合 

 

ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該

非常勤職員がする             育児休業の期間

の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は

当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がす

る                        地方等

育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後であ

る場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休

業をしている場合 

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該

非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間

の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は

当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同

号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等

育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後であ

る場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休

業をしている場合 

 

イ ※本文 略 ウ ※本文 略  

  エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該

非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間

の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあって
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は、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合

に該当して育児休業をしたことがない場合 

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合) (育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)  

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月か

ら2歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳6

か月到達日の翌日(当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの

条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする

育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業

の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各

号      のいずれにも該当するとき           

                              

                              

                              

           とする。 

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月か

ら2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が        

                              

                              

                              

                              

                              

                           、次の

各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの

条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に

掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当す

る場合、市長が別に定める特別の事情がある場合にあっては同号に

掲げる場合に該当する場合)とする。 

 

  (1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤

職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合

に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育

児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期

間の初日とする育児休業をしようとする場合 

 

(1) ※本文 略 (2) ※本文 略  

(2) ※本文 略 (3) ※本文 略  

  (4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後  
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の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがな

い場合 

(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準

として条例で定める期間) 

   

第2条の5 育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間

を基準として条例で定める期間は、57日間とする。 

   

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情) (育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)  

第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げ

る事情とする。 

第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げ

る事情とする。 

 

※(1)から(4)まで 略 ※(1)から(4)まで 略  

(5) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に

係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を

経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の

請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育

児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。 

   

(6) ※本文 略 (5) ※本文 略  

(7) ※本文 略 (6) ※本文 略  

(8) その任期                 の末日を育児

休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該

育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の

満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末

日                   の翌日又は当該引き

続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよ

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児

休業の期間の末日とする育児休業をしているもの   が、当該

任期を              更新され、又は当該任期の

満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業

に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用

の      日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよ
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うとすること。 うとすること。 

  (育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準とし

て条例で定める期間) 

 

  第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を

基準として条例で定める期間は、57日間とする。 

 

※第4条から第10条まで 略 ※第4条から第10条まで 略  

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場

合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情) 

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場

合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情) 

 

第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情

は、次に掲げる事情とする。 

第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情

は、次に掲げる事情とする。 

 

※(1)から(5)まで 略 ※(1)から(5)まで 略  

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児

短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月

以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当

該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子

を養育するための計画について育児休業等計画書  により任命

権者に申し出た場合に限る。)。 

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児

短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月

以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当

該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子

を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命

権者に申し出た場合に限る。)。 

 

※(7) 略 ※(7) 略  

※以下 略 ※以下 略  
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[第2条関係]加賀市職員の育児休業等に関する条例(平成17年加賀市条例第31号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

※第1条 略 ※第1条 略  

(育児休業をすることができない職員) (育児休業をすることができない職員)  

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

 

※(1) 略 ※(1) 略  

(2) 加賀市職員の定年等に関する条例(平成17年加賀市条例第24 

号              )第4条第1項又は第2項の規定に

より引き続いて勤務している職員 

(2) 加賀市職員の定年等に関する条例(平成17年加賀市条例第24

号。以下「職員定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定に

より引き続いて勤務している職員 

 

  (3) 職員定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間

(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理

監督職を占める職員 

 

(3) ※本文 略 (4) ※本文 略  

※第2条の2から第9条まで 略 ※第2条の2から第9条まで 略  

(育児短時間勤務をすることができない職員) (育児短時間勤務をすることができない職員)  

第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

 

※(1) 略 ※(1) 略  

(2) 加賀市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定

により引き続いて勤務している職員 

(2) 職員定年条例         第4条第1項又は第2項の規定

により引き続いて勤務している職員 

 

  (3) 職員定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間  
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(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理

監督職を占める職員 

※第11条から第18条まで 略 ※第11条から第18条まで 略  

(部分休業をすることができない職員) (部分休業をすることができない職員)  

第19条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

第19条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

 

※(1) 略 ※(1) 略  

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定

める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項

に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務

職員   」という。)を除く。) 

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定

める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項

に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時

間勤務職員」という。)を除く。) 

 

(部分休業の承認) (部分休業の承認)  

第20条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をい

う。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規

の勤務時間(非常勤職員(再任用短時間勤務職員   を除く。以下

この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定めら

れた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うも

のとする。 

第20条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をい

う。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規

の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下

この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定めら

れた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うも

のとする。 

 

※２・３ 略 ※２・３ 略  

※以下 略 ※以下 略  

 

-
4
0
-



加賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年加賀市条例第40号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

※第1条・第2条 略 ※第1条・第2条 略  

(給料表) (給料表)  

第3条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。 第3条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。  

２ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料

表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となる

べき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるもの

とし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の

職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるも

のとする。 

２ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料

表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となる

べき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるもの

とし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の

職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるも

のとする。 

 

３ 給料表は、第25条及び第25条の2第1項に規定する職員以外のすべ

ての職員に適用する。 

３ 給料表は、第25条及び第25条の2第1項に規定する職員以外のすべ

ての職員に適用する。 

 

(初任給、昇格及び昇給の基準) (初任給、昇格及び昇給の基準)  

第4条 ※本文 略 第4条 ※本文 略  

２ 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、

かつ、市長の定める基準に従い決定する。 

２ 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、

かつ、市長の定める基準に従い決定する。 

 

３ 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が定

める初任給の基準に従い、その者 の学歴、経験、知識、技能又は

職務の性質に応じて決定する。 

３ 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が定

める初任給の基準に従い、当該職員の学歴、経験、知識、技能又は

職務の性質に応じて決定する。 

 

４ 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職か

ら同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合にお

４ 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職か

ら同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合にお
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ける号給は、規則の定めるところにより決定する。 ける号給は、規則で定めるところにより決定する。 

５ 職員の昇給は規則で定める日に、同日前1年間におけるその者 の

勤務成績等に応じて、規則の定めるところにより行うものとする。

この場合において、当該期間に当該職員が法第29条の規定による懲

戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事

由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。 

５ 職員の昇給は規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の

勤務成績等に応じて、規則の定めるところにより行うものとする。

この場合において、当該期間に当該職員が法第29条の規定による懲

戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事

由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。 

 

６ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の

昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤

務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数

を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であ

るものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基

準に従い決定するものとする。 

６ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の

昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤

務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数

を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であ

るものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基

準に従い決定するものとする。 

 

７ 55歳以上の職員のうち規則で定める職員に関する前項の規定の適

用については、同項中「4号給(給料表の適用を受ける職員でその職

務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「0」

とする。 

７ 55歳以上の職員のうち規則で定める職員に関する前項の規定の適

用については、同項中「4号給(給料表の適用を受ける職員でその職

務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「0」

とする。 

 

８ 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて

行うことができない。 

８ 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて

行うことができない。 

 

９ 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。 ９ 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。  

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要

な事項は、規則で定める。 

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要

な事項は、規則で定める。 

 

11 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは

第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の

11 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下

「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年
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給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる

給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。 

前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間

勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該

定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務

時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短

時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して

得た数を乗じて得た額とする。 

第4条の2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第11

項の規定にかかわらず、給料月額に勤務時間等条例第2条第3項又は

第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定

する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

   

※第5条から第7条まで 略 ※第5条から第7条まで 略  

(管理職手当) (管理職手当)  

第8条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長

の定めるものについてその職務の特殊性に基づき、その者 の給料

月額の100分の25を超えない範囲内で予算の定めるところにより支

給することができる。 

第8条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長

の定めるものについてその職務の特殊性に基づき、当該職員の給料

月額の100分の25を超えない範囲内で予算の定めるところにより支

給することができる。 

 

２ ※本文 略 ２ ※本文 略  

(扶養手当) (扶養手当)  

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。  

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主とし

てその職員の扶養を受けているものをいう。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主とし

てその職員の扶養を受けているものをいう。 

 

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者  
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を含む。以下同じ。) を含む。以下同じ。) 

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 (2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子  

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 (3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫  

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母 (4) 満60歳以上の父母及び祖父母  

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 (5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹  

(6) 重度心身障害者 (6) 重度心身障害者  

３ 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれか

に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)

については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職

務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,5

00円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」とい

う。)については1人につき10,000円とする。 

３ 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれか

に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)

については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職

務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,5

00円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」とい

う。)については1人につき10,000円とする。 

 

４ 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」

という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規

定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数

を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」

という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規

定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数

を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 

 

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の

各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、

直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。 

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の

各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、

直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。 

 

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合 (1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合  

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族 

たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族 

たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、
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満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族た

る要件を欠くに至った場合を除く。) 

満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族た

る要件を欠くに至った場合を除く。) 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に職員に扶養親族で前

項の規定による届出に係るものがある場合においてはその者が職員

となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものが

ない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたとき

はその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日で

あるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている

職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職

し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項

の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至

った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が

月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出

が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき

は、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であ

るときは、その日の属する月)から行うものとする。 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に職員に扶養親族で前

項の規定による届出に係るものがある場合においてはその者が職員

となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものが

ない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたとき

はその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日で

あるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている

職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職

し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項

の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至

った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が

月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出

が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき

は、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であ

るときは、その日の属する月)から行うものとする。 

 

３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合にお

いては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日で

あるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項た

だし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当

の支給額の改定について準用する。 

３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合にお

いては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日で

あるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項た

だし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当

の支給額の改定について準用する。 

 

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が

生じた場合 

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が

生じた場合 
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(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届

出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合 

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届

出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合 

 

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係る

ものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合 

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係る

ものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合 

 

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係る

ものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合 

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係る

ものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合 

 

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものの

うち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった

場合 

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものの

うち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった

場合 

 

(地域手当) (地域手当)  

第10条の2 ※本文 略 第10条の2 ※本文 略  

２ 地域手当の月額は、給料及び管理職手当(育児短時間勤務職員にあ

っては、その者        が育児短時間勤務をしなかったと

仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料及び

管理職手当)並びに扶養手当の月額の合計に、次の各号に掲げる地域

手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額

(育児短時間勤務職員にあっては、当該額に算出率を乗じて得た額)

とする。 

２ 地域手当の月額は、給料及び管理職手当(育児短時間勤務職員にあ

っては、当該育児短時間勤務職員が育児短時間勤務をしなかったと

仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料及び

管理職手当)並びに扶養手当の月額の合計に、次の各号に掲げる地域

手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額

(育児短時間勤務職員にあっては、当該額に算出率を乗じて得た額)

とする。 

 

※(1)から(7)まで 略 ※(1)から(7)まで 略  

※３ 略 ※３ 略  

※第10条の3 略 ※第10条の3 略  

(住居手当) (住居手当)  

第10条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給す 第10条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給す  
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る。 る。 

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借

り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)

を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払

っている職員その他規則で定める職員を除く。) 

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借

り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)

を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払

っている職員その他規則で定める職員を除く。) 

 

(2) 第11条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給さ

れる職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その

他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える

家賃を支払っているもの又はこれらのものとの均衡上必要がある

と認められるものとして規則で定めるもの 

(2) 第11条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給さ

れる職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その

他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える

家賃を支払っているもの又はこれらのものとの均衡上必要がある

と認められるものとして規則で定めるもの 

 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該

各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当

該各号に定める額の合計額)とする。 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該

各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当

該各号に定める額の合計額)とする。 

 

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、そ

れぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てた額)に相当する額 

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、そ

れぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てた額)に相当する額 

 

ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額か

ら16,000円を控除した額 

ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額か

ら16,000円を控除した額 

 

イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額

から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1

が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額 

イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額

から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1

が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額 

 

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の

2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の

2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、
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これを切り捨てた額) これを切り捨てた額) 

３ 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項

は、規則で定める。 

３ 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項

は、規則で定める。 

 

(通勤手当) (通勤手当)  

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。  

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下         

  「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以

下           「運賃等」という。)を負担することを

常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著

しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しな

いで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロ

メートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。) 

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項にお

いて「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以

下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを

常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著

しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しな

いで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロ

メートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。) 

 

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以

下       「自動車等」という。)を使用することを常例と

する職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難

である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩によ

り通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満

であるもの及び次号に掲げる職員を除く。) 

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以

下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例と

する職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難

である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩によ

り通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満

であるもの及び次号に掲げる職員を除く。) 

 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、

自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、

又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である

職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車

等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離

が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、

自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、

又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である

職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車

等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離

が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 
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２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

 

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定める

ところにより算出したその者 の支給単位期間の通勤に要する運

賃等の額に相当する額(以下       「運賃等相当額」とい

う。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た

額(以下            「1月当たりの運賃等相当額」と

いう。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000

円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者 が2以上の交通

機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合にお

いて、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるとき

は、その者 の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給

単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得

た額) 

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定める

ところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運

賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」とい

う。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た

額(以下この号及び第3号において「1月当たりの運賃等相当額」と

いう。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000

円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通

機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合にお

いて、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるとき

は、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給

単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得

た額) 

 

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給

単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員 

  のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定

める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を

乗じて得た額を減じた額) 

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給

単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務

職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定

める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を

乗じて得た額を減じた額) 

 

※アからスまで 略 ※アからスまで 略  

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動

車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距

離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮

して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動

車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距

離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮

して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃
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等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるとき

は、その者 の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給

単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得

た額)、第1号に定める額又は前号に定める額 

等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるとき

は、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給

単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得

た額)、第1号に定める額又は前号に定める額 

※３から６まで 略 ※３から６まで 略  

第11条の2から第13条まで 略 第11条の2から第13条まで 略  

(時間外勤務手当) (時間外勤務手当)  

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に

は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間に

つき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間

を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125か

ら100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10

時から翌日の午前5時までの間である場合は 、その割合に100分の2

5を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給す

る。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤

務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした

日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間

の勤務にあっては、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に10

0分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場

合は 、100分の125)を乗じて得た額とする。 

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に

は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間に

つき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間

を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125か

ら100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10

時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の2

5を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給す

る。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤

務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした

日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間

の勤務にあっては、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に10

0分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場

合には、100分の125)を乗じて得た額とする。 

 

※(1)・(2) 略 ※(1)・(2) 略  

※２ 略 ※２ 略  

３ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時 ３ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時  
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間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員に

は、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にか

かわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの

給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの

間である場合は 、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当と

して支給する。 

間を超えてした勤務の時間が1月 について60時間を超えた職員に

は、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にか

かわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの

給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの

間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当と

して支給する。 

４ 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を

指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務し

なかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間の

うち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の

支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定す

る勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から

翌日の午前5時までの間である場合は 、100分の175)から第1項に規

定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時ま

での間である場合は 、その割合に100分の25を加算した割合)を減

じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しな

い。 

４ 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を

指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務し

なかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間の

うち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の

支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定す

る勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から

翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規

定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時ま

での間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減

じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しな

い。 

 

５ 再任用短時間勤務職員   が、正規の勤務時間が割り振られた

日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の

時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間4

5分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用について

は、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に

応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定

める割合」とあるのは、「100分の100」とする。 

５ 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた

日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の

時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間4

5分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用について

は、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に

応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定

める割合」とあるのは、「100分の100」とする。 
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※第15条から第18条の2まで 略 ※第15条から第18条の2まで 略  

(期末手当) (期末手当)  

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3ま

でにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職

員に対して、6月30日及び12月10日(これらの日が土曜日に当たると

きは、それぞれの前日、日曜日に当たるときは、それぞれの前前日。

次条及び第19条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)

に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員

(第24条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除

く。)についても同様とする。 

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3ま

でにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職

員に対して、6月30日及び12月10日(これらの日が土曜日に当たると

きは、それぞれの前日、日曜日に当たるときは、それぞれの前前日。

次条及び第19条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)

に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員

(第24条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除

く。)についても同様とする。 

 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120(給料表の適用を受

ける職員でその職務の級が7級以上であるもの(規則で定める職員を

除く。第20条第2項       において「特定管理職員」という。)

にあっては100分の100)を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期

間におけるその者 の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在

職期間内に育児短時間勤務の承認を受けた期間があるときは、育児

短時間勤務職員として在職した期間から、当該期間に算出率を乗じ

て得た期間を控除して得られる期間の2分の1の期間を除算するもの

とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120(給料表の適用を受

ける職員でその職務の級が7級以上であるもの(規則で定める職員を

除く。第20条第2項第1号及び第2号において「特定管理職員」という。)

にあっては100分の100)を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期

間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在

職期間内に育児短時間勤務の承認を受けた期間があるときは、育児

短時間勤務職員として在職した期間から、当該期間に算出率を乗じ

て得た期間を控除して得られる期間の2分の1の期間を除算するもの

とする。 

 

※(1)から(4)まで 略 ※(1)から(4)まで 略  

３ 再任用職員       に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分

の100」とあるのは「100分の57.5」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分

の100」とあるのは「100分の57.5」とする。 
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４ 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において

職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員に

あっては、その者        が育児短時間勤務をしなかった

と仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料の

月額に扶養手当の月額を加えたものとする。)並びにこれらに対する

地域手当の月額(育児短時間勤務職員にあっては、その者     

   が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間に

より勤務したときに受けるべき地域手当の月額)の合計額とする。 

４ 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において

職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員に

あっては、当該育児短時間勤務職員が育児短時間勤務をしなかった

と仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料の

月額に扶養手当の月額を加えたものとする。)並びにこれらに対する

地域手当の月額(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤

務職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間に

より勤務したときに受けるべき地域手当の月額)の合計額とする。 

 

５ 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(規則で定める職員を除く。)については、前項の規定にかかわらず、

同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員にあって

は、その者        が育児短時間勤務をしなかったと仮定

した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料の月額)

及びこれに対する地域手当の月額(育児短時間勤務職員にあっては、

その者        が育児短時間勤務をしなかったと仮定した

場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき地域手当の月額)

の合計額に職務段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区

分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じ

て得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。 

５ 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(規則で定める職員を除く。)については、前項の規定にかかわらず、

同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員にあって

は、当該育児短時間勤務職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定

した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料の月額)

及びこれに対する地域手当の月額(育児短時間勤務職員にあっては、

当該育児短時間勤務職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した

場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき地域手当の月額)

の合計額に職務段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区

分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じ

て得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。 

 

６ 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

６ 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

※第19条の2 略 ※第19条の2 略  

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされてい 第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされてい  
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た職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれ

かに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることが

できる。 

た職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれ

かに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることが

できる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係

る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定められているものに限り、刑事

訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるも

のを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定してい

ない場合 

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係

る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事

訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるも

のを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定してい

ない場合 

 

※(2) 略  ※(2) 略   

※２ 略 ※２ 略  

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当

するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなけ

ればならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処

分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現

に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の

目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当

するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなけ

ればならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処

分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現

に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の

目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった

行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられなかった場合 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった

行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合 

 

※(2)・(3) 略 ※(2)・(3) 略  

※４から６まで 略 ※４から６まで 略  

(勤勉手当) (勤勉手当)  

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条       に 第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までに  
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おいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に

対し、その者 の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基

準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、6月30日及び1

2月10日(これらの日が土曜日に当たるときは、それぞれの前日、日

曜日に当たるときはそれぞれその前前日。以下この条においてこれ

らの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以

内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)につい

ても同様とする。 

おいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に

対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基

準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、6月30日及び1

2月10日(これらの日が土曜日に当たるときは、それぞれの前日、日

曜日に当たるときはそれぞれその前前日。以下この条においてこれ

らの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以

内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)につい

ても同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基

準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、

任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に

掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超

えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基

準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、

任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に

掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超

えてはならない。 

 

(1) 前項の職員のうち再任用職員        以外の職員 

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在

(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日

現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及

びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の9

5(特定管理職員にあっては、100分の115)を乗じて得た額の総額 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在

(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日

現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及

びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の9

5(特定管理職員にあっては、100分の115)を乗じて得た額の総額 

 

(2) 前項の職員のうち再任用職員         当該再任用

職員        の勤勉手当基礎額に100分の45(特定管理職

員にあっては、100分の55)を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前

再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の45(特定管理職

員にあっては、100分の55)を乗じて得た額の総額 

 

３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員

が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、その者 

３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員

が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児
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       が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤

務時間により勤務したときに受けるべき給料の月額)及びこれに対

する地域手当の月額(育児短時間勤務職員にあっては、その者   

     が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時

間により勤務したときに受けるべき地域手当の月額)の合計額とす

る。 

短時間勤務職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤

務時間により勤務したときに受けるべき給料の月額)及びこれに対

する地域手当の月額(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時

間勤務職員が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時

間により勤務したときに受けるべき地域手当の月額)の合計額とす

る。 

４ 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。

この場合において、同項中「前項」とあるのは「第20条第3項」と読

み替えるものとする。 

４ 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。

この場合において、同項中「前項」とあるのは「第20条第3項」と読

み替えるものとする。 

 

５ 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用

する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第

20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第

20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号

において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第20条

第1項に規定する支給日をいう。以下この条及び次条第1項において

同じ。)」と読み替えるものとする。 

５ 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用

する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第

20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第

20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号

において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第20条

第1項に規定する支給日をいう。以下この条及び次条第1項において

同じ。)」と読み替えるものとする。 

 

※第21条から第23条まで 略 ※第21条から第23条まで 略  

(再任用職員        の適用除外) (定年前再任用短時間勤務職員の適用除外)  

第23条の2 第9条             、第10条及び第10条の4

の規定は、再任用職員        には適用しない。 

第23条の2 第4条第3項から第10項まで、第9条、第10条及び第10条の4

の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

 

※第24条から第27条まで 略 ※第24条から第27条まで 略  

附 則 附 則  

※１から23まで 略 ※１から23まで 略  
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  24 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後にお

ける最初の4月1日(附則第26項において「特定日」という。)以後、

当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定

により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第4項、第6項及

び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70

を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切

り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切

り上げるものとする。)とする。 

 

  25 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。  

    (1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用

される職員及び常時勤務を要しない職員 

 

    (2) 加賀市職員の定年等に関する条例(平成17年加賀市条例第24号。

以下この項及び次項において「職員定年条例」という。)第9条第1

項又は第2項に規定する異動期間(これらの規定により延長された

期間を含む。)を延長された職員定年条例第6条に規定する管理監督

職を占める職員 

 

    (3) 職員定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している

職員(職員定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規

定が適用されていた職員を除く。) 

 

  26 職員定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であ

って、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項

において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適

用を受ける職員のうち、特定日に附則第24項の規定により当該職員の

受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)
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が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じ

て得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、

50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げる

ものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達し

ないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特

定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎

給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給

する。 

  27 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける

給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職

務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の

規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」と

あるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級にお

ける最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

 

  28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第24項

の規定の適用を受ける職員に限り、附則第26項に規定する職員を除

く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上

必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料

月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出

した額を給料として支給する。 

 

  29 附則第26項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附

則第24項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して

当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員

には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めると
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ころにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

  30 附則第24項から前項までに定めるもののほか、附則第24項の規定に

よる給料月額、附則第26項の規定による給料その他附則第24項から前

項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

別表第1(第3条関係) 別表第1(第3条関係)  

行政職給料表 行政職給料表  

(単位：円) (単位：円)  

職 員

の 区

分 

職

務

の

級

号

給 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

再 任

用 職

員  

  

  

  

 以

外 の

職員 

※

略 

※略 ※略 ※略 ※略 ※略 ※略 ※略 ※略 

職 員

の 区

分 

職

務

の

級

号

給 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 以

外 の

職員 

※

略 

※略 ※略 ※略 ※略 ※略 ※略 ※略 ※略 
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再 任

用 職

員  

  

  

   

  

 187,70

0

215,20

0

255,20

0

274,60

0

289,70

0

315,10

0

356,80

0

389,90

0

 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

基準給

料月額 

円

187,70

0

円

215,20

0

円

255,20

0

円

274,60

0

円

289,70

0

円

315,10

0

円

356,80

0

円

389,90

0

 

※備考 略 ※備考 略  

※以下 略 ※以下 略  

    附 則  

  (施行期日)  

 １ この条例は、令和5年4月1日から施行する。  

  (経過措置)  

 ２ 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法

律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しく

は第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは

第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職

員をいう。以下同じ。)(暫定再任用職員で地方公務員法(昭和25年法

律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの

(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項

において同じ。)の給料月額は、この条例による改正後の加賀市一般

職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第11項

に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適
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用される新条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務

職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属す

る職務の級に応じた額とする。 

 ３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額については、当該暫定再任

用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条

例第4条第11項の規定を適用する。 

 

 ４ 暫定再任用短時間勤務職員については、定年前再任用短時間勤務

職員とみなして、新条例第11条第2項及び第14条第5項の規定を適用

する。 

 

 ５ 暫定再任用職員については、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して、新条例第19条及び第20条の規定を適用する。この場合におい

て、新条例第20条第2項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」と

あるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び加賀市一般職の職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年加賀市条例第 号

附則第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職

員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」

とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」と

する。 

 

 ６ 新条例第4条第3項から第10項まで、第9条、第10条及び第10条の4

の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

 

 ７ 新条例附則第24項から第30項までの規定は、令和3年改正法附則第

3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。 
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[第1条関係]加賀市職員退職手当条例(平成17年加賀市条例第44号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

※第1条 略 ※第1条 略  

(退職手当の支給) (退職手当の支給)  

第2条 この条例の規定による退職手当は、職員のうち常時勤務に服す

ることを要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」

という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若し

くは第2項の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)

が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に

支給する。 

第2条 この条例の規定による退職手当は、職員のうち常時勤務に服す

ることを要するもの(                    

                              

                    以下「職員」という。)

が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に

支給する。 

 

２ 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上

勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を

要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。      

             )が18日             

                              

                              

                              

                    以上ある月が引き続い

て12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き

当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみな

して、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤

による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡によ

る退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡

２ 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上

勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を

要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第13条第2項

において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(加賀市の休日を

定める条例(平成17年加賀市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日

の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、

18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第13

条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続い

て12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き

当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみな

して、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤

による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡によ

る退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡

 -
6
2
-



による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病

による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規

定を適用する。ただし、法                   

      第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限

りでない。 

による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病

による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規

定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下

「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この

限りでない。 

※第2条の2から第2条の4まで 略  ※第2条の2から第2条の4まで 略   

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額) (自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)  

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者

に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これ

に相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められて

いる者については、退職の日におけるその者の給料の日額の21日分

に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその

給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由

がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とす

る。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の

各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額と

する。 

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者

に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これ

に相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められて

いる者については、退職の日におけるその者の給料の日額の21日分

に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその

給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由

がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とす

る。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の

各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額と

する。 

 

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100 (1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100  

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110 (2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110  

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160 (3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160  

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200 (4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200  

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160 (5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160  

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120 (6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120  
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２ 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第1

15号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態

にある傷病とする。次条第2項並びに第5条第1項及び第2項において

同じ。)又は死亡によらず、かつ、第7条の5第11項に規定する認定を

受けないで、その者の都合により退職した者(第15条第1項各号に掲

げる者及び傷病によらず、法第28条第1項第1号から第3号までの規定

による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第7条

の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当

の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当すると

きは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第1

15号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態

にある傷病とする。次条第2項並びに第5条第1項及び第2項において

同じ。)又は死亡によらず、かつ、第7条の5第11項に規定する認定を

受けないで、その者の都合により退職した者(第15条第1項各号に掲

げる者及び傷病によらず、法第28条第1項第1号から第3号までの規定

による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第7条

の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当

の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当すると

きは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60 (1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60  

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80 (2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80  

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90 (3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90  

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額) (11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)  

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるもの

に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間

の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とす

る。 

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるもの

に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間

の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とす

る。 

 

(1) 法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1

項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来によ

り退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退

職した者 

(1) 法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1

項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来によ

り退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退

職した者 
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(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者 (2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者  

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難と

する理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの 

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難と

する理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの 

 

(4) 第7条の5第11項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに

限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退

職した者 

(4) 第7条の5第11項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに

限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退

職した者 

 

２ 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方

公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規

定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務

上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の

非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)

に対する退職手当の基本額について準用する。 

２ 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方

公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規

定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務

上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の

非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)

に対する退職手当の基本額について準用する。 

 

３ 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次

のとおりとする。 

３ 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次

のとおりとする。 

 

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125 (1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125  

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5 (2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5  

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200 (3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200  

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額) (25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)  

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額

に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて

得た額の合計額とする。 

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額

に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて

得た額の合計額とする。 

 

(1) 25年以上勤続し、法第28条の2第1項の規定により退職した者

(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長され

(1) 25年以上勤続し、法第28条の6第1項の規定により退職した者

(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長され

 

-
6
5
-



た期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法

令の規定により退職した者 

た期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法

令の規定により退職した者 

(2) 法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職し

た者 

(2) 法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職し

た者 

 

(3) 第7条の5第11項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに

限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退

職した者 

(3) 第7条の5第11項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに

限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退

職した者 

 

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者 (4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者  

(5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者 (5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者  

(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続す

ることを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承

認を得たもの 

(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続す

ることを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承

認を得たもの 

 

(7) 25年以上勤続し、第7条の5第11項に規定する認定(同条第1項第

1号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職

すべき期日に退職した者 

(7) 25年以上勤続し、第7条の5第11項に規定する認定(同条第1項第

1号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職

すべき期日に退職した者 

 

２ 前項の規定は、20年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職

し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違による

ことなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退

職手当の基本額について準用する。 

２ 前項の規定は、20年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職

し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違による

ことなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退

職手当の基本額について準用する。 

 

※３ 略 ※３ 略  

※第5条の2 略 ※第5条の2 略  

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例) (定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)  

第5条の3 第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。) 第5条の3 第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)  
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に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者で

あって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日

において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以

上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者で

あって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日

において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以

上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

読み替える規定 読み替えられる字

句 

読み替える字句 

第4条第1項及び第5条

第1項 

退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日

給料月額に退職の日におい

て定められているその者に

係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相

当する年数1年につき100分

の3(退職の日において定め

られているその者に係る定

年と退職の日におけるその

者の年齢との差に相当する

年数が1年である職員にあっ

ては、100分の2)を乗じて得

た額の合計額 

第5条の2第1項第1号 及び特定減額前給

料月額 

並びに特定減額前給料月額

及び特定減額前給料月額に

退職の日において定められ

読み替える規定 読み替えられる字

句 

読み替える字句 

第4条第1項及び第5条

第1項 

退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日

給料月額に退職の日におい

て定められているその者に

係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相

当する年数1年につき100分

の3(退職の日において定め

られているその者に係る定

年と退職の日におけるその

者の年齢との差に相当する

年数が1年である職員にあっ

ては、100分の2)を乗じて得

た額の合計額 

第5条の2第1項第1号 及び特定減額前給

料月額 

並びに特定減額前給料月額

及び特定減額前給料月額に

退職の日において定められ
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ているその者に係る定年と

退職の日におけるその者の

年齢との差に相当する年数1

年につき100分の3(退職の日

において定められているそ

の者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との

差に相当する年数が1年であ

る職員にあっては、100分の

2)を乗じて得た額の合計額 

第5条の2第1項第2号 退職日給料月額

に、 

退職日給料月額及び退職日

給料月額に退職の日におい

て定められているその者に

係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相

当する年数1年につき100分

の3(退職の日において定め

られているその者に係る定

年と退職の日におけるその

者の年齢との差に相当する

年数が1年である職員にあっ

ては、100分の2)を乗じて得

た額の合計額に、 

※略 ※略 ※略 
 

ているその者に係る定年と

退職の日におけるその者の

年齢との差に相当する年数1

年につき100分の3(退職の日

において定められているそ

の者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との

差に相当する年数が1年であ

る職員にあっては、100分の

2)を乗じて得た額の合計額 

第5条の2第1項第2号 退職日給料月額

に、 

退職日給料月額及び退職日

給料月額に退職の日におい

て定められているその者に

係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相

当する年数1年につき100分

の3(退職の日において定め

られているその者に係る定

年と退職の日におけるその

者の年齢との差に相当する

年数が1年である職員にあっ

ては、100分の2)を乗じて得

た額の合計額に、 

※略 ※略 ※略 
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※第6条から第7条の2まで 略 ※第6条から第7条の2まで 略  

第7条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第7条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第7条 ※略 ※略 

退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日給料

月額に退職の日において定めら

れているその者に係る定年と退

職の日におけるその者の年齢と

の差に相当する年数1年につき1

00分の3(退職の日において定め

られているその者に係る定年に

係る定年と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する年

数が1年である職員にあっては、

100分の2)を乗じて得た額の合

計額 

※略 ※略 

※略 ※略 ※略 

※略 ※略 

※略 ※略 

第7条の2第1号 特定減額前給料月額 特定減額前給料月額及び特定減

額前給料月額に退職の日におい

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第7条 ※略 ※略 

退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日給料

月額に退職の日において定めら

れているその者に係る定年と退

職の日におけるその者の年齢と

の差に相当する年数1年につき1

00分の3(退職の日において定め

られているその者に係る定年に

係る定年と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する年

数が1年である職員にあっては、

100分の2)を乗じて得た額の合

計額 

※略 ※略 

※略 ※略 ※略 

※略 ※略 

※略 ※略 

第7条の2第1号 特定減額前給料月額 特定減額前給料月額及び特定減

額前給料月額に退職の日におい
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て定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数1

年につき100分の3(退職の日に

おいて定められているその者に

係る定年に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に

相当する年数が1年である職員

にあっては、100分の2)を乗じて

得た額の合計額 

第7条の2第2号 特定減額前給料月額 特定減額前給料月額及び特定減

額前給料月額に退職の日におい

て定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数1

年につき100分の3(退職の日に

おいて定められているその者に

係る定年に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に

相当する年数が1年である職員

にあっては、100分の2)を乗じて

得た額の合計額 

※略 ※略 

及び退職日給料月額 並びに退職日給料月額及び退職

て定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数1

年につき100分の3(退職の日に

おいて定められているその者に

係る定年に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に

相当する年数が1年である職員

にあっては、100分の2)を乗じて

得た額の合計額 

第7条の2第2号 特定減額前給料月額 特定減額前給料月額及び特定減

額前給料月額に退職の日におい

て定められているその者に係る

定年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数1

年につき100分の3(退職の日に

おいて定められているその者に

係る定年に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に

相当する年数が1年である職員

にあっては、100分の2)を乗じて

得た額の合計額 

※略 ※略 

及び退職日給料月額 並びに退職日給料月額及び退職
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日給料月額に退職の日において

定められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者の

年齢との差に相当する年数1年

につき100分の3(退職の日にお

いて定められているその者に係

る定年に係る定年と退職の日に

おけるその者の年齢との差に相

当する年数が1年である職員に

あっては、100分の2)を乗じて得

た額の合計額 

※略 ※略 
 

日給料月額に退職の日において

定められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者の

年齢との差に相当する年数1年

につき100分の3(退職の日にお

いて定められているその者に係

る定年に係る定年と退職の日に

おけるその者の年齢との差に相

当する年数が1年である職員に

あっては、100分の2)を乗じて得

た額の合計額 

※略 ※略 
 

(退職手当の調整額) (退職手当の調整額)  

第7条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在

職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)

の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月まで

の各月(法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による

休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭

和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法

(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡

大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公

社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭

和28年政令第215号)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当す

る給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法

第7条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在

職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)

の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月まで

の各月(法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による

休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭

和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法

(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡

大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公

社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭

和28年政令第215号)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当す

る給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法
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人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその

法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算

については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期

間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指

定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、法第2

9条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務

に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事するこ

とを要する日のあった月を除く。以下      「休職月等」とい

う。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属

していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額

(以下            「調整月額」という。)のうちその額

が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位

までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各

月の調整月額)を合計した額とする。 

人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその

法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算

については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期

間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指

定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、法第2

9条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務

に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事するこ

とを要する日のあった月を除く。第8条第4項において「休職月等」と

いう。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が

属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める

額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその

額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順

位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該

各月の調整月額)を合計した額とする。 

※(1)から(7)まで 略 ※(1)から(7)まで 略  

※２から５まで 略 ※２から５まで 略  

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等) (定年前に退職する意思を有する職員の募集等)  

第7条の5 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集で

あって、次に掲げるものを行うことができる。 

第7条の5 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集で

あって、次に掲げるものを行うことができる。 

 

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15

年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集 

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20

年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集 

 

※(2) 略 ※(2) 略  

※２から17まで 略 ※２から17まで 略  
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※第7条の6から第12条まで 略 ※第7条の6から第12条まで 略  

(失業者の退職手当) (失業者の退職手当)  

第13条 ※本文 略 第13条 ※本文 略  

２ 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合

において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以

外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法

令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこと

とされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日     以上あ

る月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用

され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっ

ては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であ

った者(以下この項において「職員等」という。)であったことがある

ものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続

期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれ

ているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除

く。 

２ 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合

において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以

外の者で勤務日数                      

                              

                   が職員みなし日数以上あ

る月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用

され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっ

ては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であ

った者(以下この項において「職員等」という。)であったことがある

ものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続

期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれ

ているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除

く。 

 

※３ 略 ※３ 略  

４ 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に

達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当

該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合にお

いて、市長が定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、

第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期

間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度

とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしな

４ 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に

達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が 当

該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合にお

いて、市長が定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、

第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期

間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度

とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしな
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いことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該

各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをし

た日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該

期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」

とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期

間」とする                         

                              

                              

                              

                              

                              

                   。 

いことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該

各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをし

た日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該

期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」

とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期

間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものそ

の他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずる

ものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長に

その旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数

が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除

いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及

びこの項の規定による期間に算入しない。 

※５から10まで 略 ※５から10まで 略  

11 第1項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又

は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次

の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げ

る金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、

寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支

給の条件に従い支給する。 

11 第1項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又

は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次

の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げ

る金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、

寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支

給の条件に従い支給する。 

 

※(1)から(4)まで 略 ※(1)から(4)まで 略  

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公

共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介

した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指

示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公

共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介

した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指

示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、

 

-
7
4
-



その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の

額に相当する金額 

その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の

額に相当する金額 

※(6) 略 ※(6) 略  

※12から17まで 略 ※12から17まで 略  

※第14条・第15条 略 ※第14条・第15条 略  

(退職手当の支払の差止め) (退職手当の支払の差止め)  

第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職

に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものと

する。 

第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職

に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものと

する。 

 

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律

第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)

をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。 

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮

以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律

第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)

をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。 

 

※(2) 略 ※(2) 略  

※２から４まで 略 ※２から４まで 略  

５ 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理

機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに

当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該

当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎

在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときそ

の他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると

認められるときは、この限りでない。 

５ 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理

機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに

当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該

当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎

在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときそ

の他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると

認められるときは、この限りでない。 
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※(1) 略 ※(1) 略  

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理

由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した

場合(禁錮
こ

以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した

場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、

次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定し

た日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過し

た場合 

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理

由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した

場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した

場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、

次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定し

た日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過し

た場合 

 

※(3) 略 ※(3) 略  

※６から10まで 略 ※６から10まで 略  

(退職後禁錮
こ

以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限) (退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)  

第17条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の

額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当す

るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者

(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡

したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継

した者)に対し、第15条第1項に規定する事情及び同項各号に規定す

る退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当

該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を

行うことができる。 

第17条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の

額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当す

るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者

(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡

したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継

した者)に対し、第15条第1項に規定する事情及び同項各号に規定す

る退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当

該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を

行うことができる。 

 

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合

にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関

し当該退職後に禁錮
こ

以上の刑に処せられたとき。 

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合

にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関

し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。 
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  (2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎

となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し法第29条

第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務

職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。 

 

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者        

                         につい

て、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべ

き行為をしたと認めるとき。 

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短

時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)につい

て、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべ

き行為をしたと認めるとき。 

 

※２から６まで 略 ※２から６まで 略  

(退職をした者の退職手当の返納) (退職をした者の退職手当の返納)  

第18条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が

支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第15条第

1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案し

て、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職

手当等の支給を受けていなければ第13条第3項、第6項又は第8項の規

定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第20条

において「失業手当受給可能者」という。)であった場合にあっては、

これらの規定により算出される金額(次条及び第20条において「失業

者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処

分を行うことができる。 

第18条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が

支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該

退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第15条第

1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案し

て、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職

手当等の支給を受けていなければ第13条第3項、第6項又は第8項の規

定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第20条

において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には   、

これらの規定により算出される金額(次条及び第20条において「失業

者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処

分を行うことができる。 

 

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に

関し禁錮
こ

以上の刑に処せられたとき。 

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に

関し禁錮以上の刑に処せられたとき。 
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  (2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎

となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再

任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。 

 

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者        

                         につい

て、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての

引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をした

と認めたとき。 

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短

時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)につい

て、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての

引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をした

と認めたとき。 

 

※２から６まで 略 ※２から６まで 略  

※第19条 略 ※第19条 略  

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付) (退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)  

第20条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し

当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当

該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退

職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第18条第1

項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合

(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に

係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺

者を含む。以下この条において同じ       。)に対し、当該退

職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の

額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免

職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由が

ある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当

該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該

第20条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し

当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当

該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退

職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第18条第1

項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合

(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に

係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺

者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退

職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の

額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免

職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由が

ある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当

該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該
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退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為

をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額

(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、

失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命

ずる処分を行うことができる。 

退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員

としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為

をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額

(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には   、

失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命

ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第18条第5項又

は前条第3項において準用する加賀市行政手続条例第15条第1項の規

定による通知を受けた場合において、第18条第1項又は前条第1項の

規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項及び第4項に規

定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受

給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退

職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間

中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理

由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当

受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の

全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができ

る。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第18条第5項又

は前条第3項において準用する加賀市行政手続条例第15条第1項の規

定による通知を受けた場合において、第18条第1項又は前条第1項の

規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項及び第4項に規

定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受

給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退

職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間

中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理

由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当

受給可能者であった場合には   、失業者退職手当額を除く。)の

全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができ

る。 

 

３ 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同

じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し起訴をされた場合(第16条第1項第1号に該当する場合

を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が

確定することなく、かつ、第18条第1項の規定による処分を受けるこ

３ 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同

じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し起訴をされた場合(第16条第1項第1号に該当する場合

を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が

確定することなく、かつ、第18条第1項の規定による処分を受けるこ
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となく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退

職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給

者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職

手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由

として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受

給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全

部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

となく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退

職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給

者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職

手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由

として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受

給可能者であった場合には   、失業者退職手当額を除く。)の全

部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事

事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられた後において第18条第1項の規

定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に

限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当

該刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられたことを理由として、当

該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者

であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一

部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中

の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事

事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第18条第1項の規

定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退

職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に

限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当

該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当

該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者

であった場合には   、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一

部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

 

  ５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る

一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた

在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職

処分を受けた場合において、第18条第1項の規定による処分を受ける

ことなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該

退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受
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給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再

任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、

当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能

者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に

相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

５ 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第15条第1項に

規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退

職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第4項までの規定に

よる処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得

をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生

計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定

めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるとき

は、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額

を超えることとなってはならない。 

６ 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第15条第1項に

規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退

職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から前項までの規定に

よる処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得

をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生

計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定

めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるとき

は、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額

を超えることとなってはならない。 

 

６ 第15条第2項並びに第18条第2項及び第4項の規定は、第1項から第4

項までの規定による処分について準用する。 

７ 第15条第2項並びに第18条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5

項までの規定による処分について準用する。 

 

７ ※本文 略 ８ ※本文 略  

(退職手当審査会) (退職手当審査会)  

第21条 ※本文 略 第21条 ※本文 略  

２ 退職手当管理機関は、第17条第1項第2号若しくは第2項、第18条第

1項、第19条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分(以

下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行お

うとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならない。 

２ 退職手当管理機関は、第17条第1項第2号若しくは第2項、第18条第

1項、第19条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以

下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行お

うとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならない。 
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３ 退職手当審査会は、第17条第2項、第19条第1項又は前条第1項から

第4項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場

合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与え

なければならない。 

３ 退職手当審査会は、第17条第2項、第19条第1項又は前条第1項から

第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場

合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与え

なければならない。 

 

※４から６まで 略 ※４から６まで 略  

※第22条から第24条まで 略 ※第22条から第24条まで 略  

附 則 附 則  

※１ 略 ※１ 略  

(経過措置) (経過措置)  

※２ 略 ※２ 略  

３ 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当

の基本額は、第3条から第5条の3まで              

の規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額と

する。この場合において、第7条の6第1項中「前条」とあるのは「前

条並びに附則第3項」とする。 

３ 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当

の基本額は、第3条から第5条の3まで及び附則第8項から第16項まで

の規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額と

する。この場合において、第7条の6第1項中「前条」とあるのは「前

条並びに附則第3項」とする。 

 

４ 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条第

1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、

同項又は第5条の2       の規定により計算した額に前項に

定める割合を乗じて得た額とする。 

４ 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条第

1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、

同項又は第5条の2及び附則第11項の規定により計算した額に前項に

定める割合を乗じて得た額とする。 

 

５ 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第5条    

   の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額

は、その者の勤続期間を35年として第3項  の規定の例により計算

して得られる額とする。 

５ 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第5条又は附則

第9項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額

は、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算

して得られる額とする。 
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※６ 略 ※６ 略  

７ 令和4年3月31日以前に退職した職員に対する第13条第10項の規定

の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及

び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定

する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同

法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定め

る者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就

職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指

導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「 

７ 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第13条第10項の規定

の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及

び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定

する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同

法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定め

る者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就

職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指

導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「 

 

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由に

より就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる

者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項

に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職

業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当である

と認めたもの 

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域

内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準

に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項

に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲

げる者を除く。) 
 

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由に

より就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる

者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項

に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職

業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当である

と認めたもの 

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域

内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準

に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項

に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲

げる者を除く。) 
 

 

」とする。 」とする。  

  ８ 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した

者であって、60歳(加賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正す

る条例(令和4年加賀市条例第 号)による改正前の加賀市職員の定年
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等に関する条例(平成17年加賀市条例第24号。以下「令和5年旧職員定

年条例」という。)第3条ただし書に掲げる業務員、校務員、調理師及

び応接員に相当する職員(以下「令和5年旧職員定年条例適用技能労務

職員」という。)にあっては、63歳)に達した日以後その者の非違によ

ることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び第4条

第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基

本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用につい

ては、同条第1項中「又は第5条」とあるのは「、第5条又は附則第8項」

とする。 

  ９ 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であっ

て、60歳(令和5年旧職員定年条例適用技能労務職員にあっては、63歳)

に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定め

のない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者

を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合に

おける第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」と

あるのは「、第5条又は附則第9項」とする。 

 

  10 前2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手

当の基本額については適用しない。 

 

    (1) 令和5年旧職員定年条例第3条ただし書に掲げる医師に相当する

職員 

 

    (2) 給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員とし

て規則で定める職員 

 

  11 加賀市一般職の職員の給与に関する条例附則第24項の規定による

職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとす
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る。 

  12 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号、第6号及び第

7号に掲げる者に対する第5条の3及び第7条の3の規定の適用について

は、第5条の3本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(令和5年旧

職員定年条例適用技能労務職員及び附則第10項各号に掲げる職員以

外の者にあっては60歳とし、令和5年旧職員定年条例適用技能労務職

員にあっては63歳とし、附則第10項第1号に掲げる職員にあっては65

歳とし、附則第10項第2号に掲げる職員にあっては規則で定める年齢

とする。)に達する日」と、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項

の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第

7条の3の表第7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中

「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当

する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(令和5年旧職員

定年条例適用技能労務職員及び附則第10項各号に掲げる職員以外の

者にあっては60歳とし、令和5年旧職員定年条例適用技能労務職員に

あっては63歳とし、附則第10項第1号に掲げる職員にあっては65歳と

し、附則第10項第2号に掲げる職員にあっては規則で定める年齢とす

る。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につ

き」とする。 

 

  13 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号、第6号及び第

7号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において

定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年

齢を超える者に限る。)(規則で定める者を除く。)に対する第5条の3

及び第7条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「6月」とあ
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るのは「0月」と、同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の

2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第7条の3の表第

7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「100分の3(退

職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、

100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。 

  令和5年旧職員定年条例適用技能労務職員

及び附則第10項各号に掲げる職員以外の者 

60歳 

令和5年旧職員定年条例適用技能労務職員 63歳 

附則第10項第1号に掲げる職員 65歳 

附則第10項第2号に掲げる職員 規則で定める年齢 
 

 

  14 当分の間、第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除

く。)に規定する者に対する第5条の3及び第7条の5の規定の適用につ

いては、第5条の3本文及び第7条の5第1項第1号中「20年を」とあるの

は「15年を」とするほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、

第5条の3本文中「退職の日において定められているその者に係る定

年」とあり、及び第7条の5第1項第1号中「定年」とあるのはそれぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

  15 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第1

3項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に

退職したときにおける第5条の3及び第7条の3の規定の適用について

は、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第

1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第7条の3の表第7条の項、

第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「100分の3(退職の日に
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おいて定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の

2)」とあるのは「附則第13項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表

の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当

する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められ

ているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に

相当する年数で除して得た割合」とする。 

  16 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第1

3項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後

に退職したときにおける第5条の3及び第7条の3の規定の適用につい

ては、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項

第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第7条の3の表第7条の

項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「100分の3(退職の

日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分

の2)」とあるのは「100分の2を退職の日において定められているその

者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年

数で除して得た割合」とする。 

 

８ ※本文 略 17 ※本文 略  

９ ※本文 略 18 ※本文 略  
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[第2条関係]加賀市職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年加賀市条例第8号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

※本則 略 ※本則 略  

   附 則    附 則  

※第1条 略 ※第1条 略  

(経過措置) (経過措置)  

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施

行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例

による改正後の加賀市職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の

規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同

じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退

職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同

日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条

例による改正前の加賀市職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)

第3条から第5条の2まで、第7条及び附則第3項から第5項までの規定

により計算した退職手当の額                 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施

行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例

による改正後の加賀市職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の

規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同

じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退

職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同

日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条

例による改正前の加賀市職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)

第3条から第5条の2まで、第7条及び附則第3項から第5項までの規定

により計算した退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者で

あって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務

によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5

条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤

続期間を35年として旧条例附則第3項の規定の例により計算して得

られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42

年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した

もの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職し
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                            が、

新条例第2条の3        から第5条の3まで及び第7条から

第7条の5まで並びに附則第3項から第5項まで及び附則第4条の規定

により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)

よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもって

その者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。 

たものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、加賀

市職員退職手当条例第2条の4から第5条の3まで及び第7条から第7条

の5まで並びに附則第3項から第5項まで及び附則第4条の規定により

計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも

多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者

に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。 

※２ 略 ※２ 略  

※以下 略 ※以下 略  
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加賀市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年加賀市条例第199号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

※第1条 略 ※第1条 略  

(給与の種類) (給与の種類)  

第2条 企業職員のうち常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和

25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)(以下これらの者を

「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。 

第2条 企業職員のうち常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和

25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員                   (以下これらの者を

「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。 

 

※２・３ 略 ※２・３ 略  

※以下 略 ※以下 略  

    附 則  

  (施行期日)  

 １ この条例は、令和5年4月1日から施行する。  

  (経過措置)  

 ２ 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律

第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項ま

で、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項まで

の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)で地方公務員法(昭

和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占

めるものは、この条例による改正後の加賀市企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に規定する

短時間勤務の職を占める職員とみなして、新条例の規定を適用する。 
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 ３ 新条例第5条から第7条まで及び第20条の規定は、暫定再任用職員に

は適用しない。 
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